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産業建設委員会 

令和 7 年 12 月 11 日(木) 

1 0 時 00 分 ～  時  分 

全 員 協 議 会 室 

【委 員】村木委員長、西田一平副委員長、 

今田委員、大谷委員、川上委員、小川委員、笹田委員 

【議長・委員外議員】 

【執行部】砂川副市長 

（産業経済部）佐々木産業経済部長、久佐産業経済部参事、大屋商工労働課長、 

坂田浜田駅周辺活性化推進室長、大谷産業振興課長、 

佐々木農林振興課長、岡田農林振興課普及支援担当課長、 

永見水産振興課長、木原農業委員会事務局長 

（都市建設部）倉本都市建設部長、松井建設企画課長、皆尾維持管理課長、 

佐古建築住宅課長兼空き家対策室長 

（金 城 支 所）市原金城支所長、河内産業建設課長 

（弥 栄 支 所）新開弥栄支所長、三浦産業建設課長 

（三 隅 支 所）西谷三隅支所長 

（説 明 員）執行部報告事項⑴株式会社第一ビルサービス 営業開発担当課長 

（浜田まちおこし共同事業体代表） 

【事務局】小寺書記 

議題 

1  請願審査 

⑴ 請願第 54号 浜田市商店街の活性化支援を求める請願について 

⑵ 請願第 55号 JR 浜田駅周辺整備の透明性向上を求める請願について 

⑶ 請願第 56号 三桜酒造跡地の利活用に関する透明性確保を求める請願につい

て 

⑷ 請願第 57号 農業担い手支援の強化を求める請願について 

⑸ 請願第 58号 港町周辺再開発における説明責任の強化を求める請願について 

⑹ 請願第 59号 市管理区域の草刈り・溝掃除の行政負担化を求める請願につい

て 

⑺ 請願第 60号 生活道路の補修計画及び舗装基準の明確化を求める請願につい

て 

⑻ 請願第 61号 市内河川の点検強化及び治水対策の充実を求める請願について 

⑼ 請願第 62号 市内公園の安全管理と維持強化を求める請願について 

⑽ 請願第 63号 空き家対策の強化を求める請願について 

⑾ 請願第 64号 市営住宅の入居基準見直しを求める請願について 

2  議案第 79号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 



2 

 

3  議案第 85号 浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

4  議案第 86号 浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例について 

5  議案第 90号 指定管理者の指定について（浜田市かなぎウェスタンライディン

グパーク） 

6  議案第 91号 指定管理者の指定について（浜田市ふるさと体験村施設） 

7  議案第 92号 指定管理者の指定について（浜田市三隅特産品展示販売センタ

ー） 

8  議案第 93号 市道路線の廃止について（小国 47号線） 

9  同意第 9号 浜田市農業委員会委員の任命について 

10 執行部報告事項 

⑴ 道の駅ゆうひパーク浜田の今後について 【商工労働課】 

⑵ 浜田駅周辺活性化社会実験報告書について 【浜田駅周辺活性化推進室】 

⑶ 市内企業の工場増設について 【産業振興課】 

⑷ リフレパークきんたの里給湯ボイラー熱交換器の修繕について 

  【金城支所産業建設課】 

⑸ 美又温泉美肌観光拠点施設の指定管理者公募について【金城支所産業建設課】 

⑹ その他 

（配布物） 

・漁業別水揚げについて 【水産振興課】 

11 所管事務調査 

⑴ 浜田駅前銀天街協同組合のアーケード設置の経緯と今後の方針について 

  【商工労働課】 

⑵ 農林水産業産出額と従事者数について 【農林振興課・水産振興課】 

12 取組課題について（委員間で協議） 

13 その他 

 

























 

 

令和7年12月浜田市議会定例会議 

条例議案新旧対照表 

 

 

（産業建設委員会） 

 



 

新 旧 対 照 表 の 見 方 

 

 

1  最上部に一部改正する条例の名称及び条例番号を表記しています。 

 

2  新旧対照表の表記は、次のとおりです。 

⑴ 左欄の「現行」が改正前、右欄の「改正後（案）」が改正後の内容 

⑵ 改正のある条のみ表記 

⑶ 改正のある条の中の改正のない項及び号は「〔略〕」で表記 

⑷ 変更のある箇所を下線で表記 

 

 

〔新旧対照表例〕 

浜田市●●●条例（平成●●年浜田市条例第●●号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（見出し） （見出し） 

第●条 市長は、○○○○○○○○、●●●●とす

る。 

第●条 市長は、○○○○○○○、▲▲▲▲とする。 

2 〔略〕 2 〔略〕 

 



 

目 次 

議案第79号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例 … 1ページ 

議案第85号 浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例 … 58ページ 

議案第86号 浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例 … 59ページ 

   



- 1 - 

浜田市手数料条例（平成17年浜田市条例第70号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（手数料の種類及び金額） （手数料の種類及び金額） 

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 

(1)～(24) 〔略〕 

(25) 法第47条第5項の規定に基づく

開発登録簿の写しの交付手数料 

開発登録簿1

枚につき 

500円 

(26)～(30) 〔略〕 

(31) 建築基準法第88条第1項におい

て準用する同法第6条第1項の規定に

基づく工作物に関する確認申請又は

同法第88条第1項において準用する

同法第18条第2項の規定に基づく工

作物に関する通知に対する審査手数

料 

  

ア 工作物を築造する場合（イに

掲げる場合を除く。） 

1件につき 17,700円 

イ 確認又は通知に対する審査を

受けた工作物の計画の変更をし

て工作物を築造する場合 

1件につき 11,100円 

(32)～(44) 〔略〕 

(44)の2 建築基準法施行令（昭和25 1件につき 2万7,300

(1)～(24) 〔略〕 

(25) 法第47条第5項の規定に基づく

開発登録簿の写しの交付手数料 

開発登録簿1

枚につき 

620円 

(26)～(30) 〔略〕 

(31) 建築基準法第88条第1項におい

て準用する同法第6条第1項の規定に

基づく工作物に関する確認申請又は

同法第88条第1項において準用する

同法第18条第2項の規定に基づく工

作物に関する通知に対する審査手数

料 

  

ア 工作物を築造する場合（イに

掲げる場合を除く。） 

1件につき 18,800円 

イ 確認又は通知に対する審査を

受けた工作物の計画の変更をし

て工作物を築造する場合 

1件につき 11,700円 

(32)～(44) 〔略〕 

(44)の2 建築基準法施行令（昭和25 1件につき 2万7,300
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現行 改正後（案） 

年政令第338号）第137条の12第6項_

の規定に基づく建築物の敷地と道路

との関係に関する制限の適用除外と

なる大規模の修繕又は大規模の模様

替の認定申請手数料 

円 

(44)の3 建築基準法施行令第137条の

12第7項_の規定に基づく建築物の道

路内の建築制限の適用除外となる大

規模の修繕又は大規模の模様替の認

定申請手数料 

1件につき 2万7,300

円 

(45)～(47) 〔略〕 

(48) 長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第9条第1項及び第3項の規

定により譲受人を決定した場合にお

ける同法第8条第1項の規定による建

築等計画の変更の認定申請手数料 

1件につき 3,000円 

(49) 長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第10条の規定による認定計

画実施者の地位の承継の承認申請手

数料 

1件につき 3,000円 

(50)～(52) 〔略〕 

年政令第338号）第137条の12第11項

の規定に基づく建築物の敷地と道路

との関係に関する制限の適用除外と

なる大規模の修繕又は大規模の模様

替の認定申請手数料 

円 

(44)の3 建築基準法施行令第137条の

12第12項の規定に基づく建築物の道

路内の建築制限の適用除外となる大

規模の修繕又は大規模の模様替の認

定申請手数料 

1件につき 2万7,300

円 

(45)～(47) 〔略〕 

(48) 長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第9条第1項及び第3項の規

定により譲受人を決定した場合にお

ける同法第8条第1項の規定による建

築等計画の変更の認定申請手数料 

1件につき 3,170円 

(49) 長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第10条の規定による認定計

画実施者の地位の承継の承認申請手

数料 

1件につき 3,170円 

(50)～(52) 〔略〕 
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現行 改正後（案） 

(53) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成27年法律

第53号）第11条第1項＿＿＿＿＿＿

＿の規定による建築物エネルギー消

費性能確保計画（次号から第57号ま

で及び別表第11から別表第15までに

おいて「計画」という。）の建築物

エネルギー消費性能適合性判定（次

号から第56号まで及び別表第11から

別表第14までにおいて「適合性判

定」という。）手数料 

別表第11のとおり 

(54) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第11条第2項＿

＿＿＿＿＿＿_の規定による計画の

変更の適合性判定手数料 

別表第12のとおり 

(55) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第12条第2項の

規定による計画の適合性判定手数料 

別表第13のとおり 

(56) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第12条第3項の

規定による計画の変更の適合性判定

手数料 

別表第14のとおり 

(57)～(61) 〔略〕 

(53) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成27年法律

第53号）第11条第1項及び第12条第2

項の規定による建築物エネルギー消

費性能確保計画（次号、第57号＿＿

＿及び別表第11から別表第15までに

おいて「計画」という。）の建築物

エネルギー消費性能適合性判定（次

号、別表第11及び別表第12＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿において「適合性判

定」という。）手数料 

別表第11のとおり 

(54) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第11条第2項及

び第12条第3項の規定による計画の

変更の適合性判定手数料 

別表第12のとおり 

(55)及び(56) 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57)～(61) 〔略〕 
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現行 改正後（案） 

(62) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則第2条

の規定が適用される建築物で、建築

基準法第6条第1項の規定に基づく確

認若しくは同法第18条第2項の規定

に基づく通知に対する審査を受けた

建築物又は建築物省エネ法第11条第

1項若しくは第12条第2項の規定に基

づく建築物のエネルギー消費性能適

合性判定を受けた建築物（建築物省

エネ法第18条第2項若しくは第30条

第8項（建築物省エネ法第31条第2項

において準用する場合を含む。）又

は都市の低炭素化の促進に関する法

律第10条第9項若しくは第54条第8項

の規定により適合判定通知書の交付

を受けたものとみなされる場合を含

む。）における建築基準法第7条第1

項の規定に基づく完了検査申請又は

同法第18条第20項の規定に基づく完

了通知＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

別表第19のとおり (62) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則第2条

の規定が適用される建築物で、建築

基準法第6条第1項の規定に基づく確

認若しくは同法第18条第2項の規定

に基づく通知に対する審査を受けた

建築物又は建築物省エネ法第11条第

1項若しくは第12条第2項の規定に基

づく建築物のエネルギー消費性能適

合性判定を受けた建築物（建築物省

エネ法第18条第2項若しくは第30条

第8項（建築物省エネ法第31条第2項

において準用する場合を含む。）又

は都市の低炭素化の促進に関する法

律第10条第9項若しくは第54条第8項

の規定により適合判定通知書の交付

を受けたものとみなされる場合を含

む。）における建築基準法第7条第1

項の規定に基づく完了検査申請又は

同法第18条第20項の規定に基づく完

了通知（住宅の品質確保の促進等に

関する法律施行規則（平成12年建設

省令第20号）第5条第1項に規定する

建設住宅性能評価（特定建築行為

（建築物省エネ法第11条第1項に規

別表第19のとおり 
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現行 改正後（案） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿_＿に対する検査手数

料 

(63)～(69) 〔略〕 
 

定する特定建築行為をいう。）に係

る住宅が建築物エネルギー消費性能

基準に適合する住宅と同等以上のエ

ネルギー消費性能を有するものであ

る旨の建設住宅性能評価に限る。）

を受けた住宅の完了検査申請又は完

了通知を除く。）に対する検査手数

料 

(63)～(69) 〔略〕 
 

（手数料の減免） （手数料の減免） 

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条各号（第29号か

ら第33号の2まで、第55号から第57号まで、第61号及び第62号に規

定する手数料を除く。）に規定する手数料を免除する。 

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条各号（第29号か

ら第33号の2まで、第57号＿＿＿＿＿＿＿、第61号及び第62号に規

定する手数料を除く。）に規定する手数料を免除する。 

(1)～(4) 〔略〕 (1)～(4) 〔略〕 

2 〔略〕 2 〔略〕 

別表第1（第2条関係） 別表第1（第2条関係） 

区分 単

位 

手数料の額 

1 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満 

1

件 

9,080円 

区分 単

位 

手数料の額 

1 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満 

1

件 

9,600円 
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現行 改正後（案） 

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満 

1

件 

2万3,600円 

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満 

1

件 

4万5,600円 

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未満 

1

件 

9万1,700円 

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上

3ヘクタール未満 

1

件 

13万7,000円 

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上

6ヘクタール未満 

1

件 

18万2,000円 

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上

10ヘクタール未満 

1

件 

23万4,000円 

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以

上 

1

件 

31万9,000円 

(2) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満 

1

件 

1万3,600円 

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満 

1

件 

3万2,000円 

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満 

1

件 

2万6,000円 

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満 

1

件 

4万9,400円 

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未満 

1

件 

9万8,900円 

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上

3ヘクタール未満 

1

件 

14万8,000円 

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上

6ヘクタール未満 

1

件 

19万5,000円 

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上

10ヘクタール未満 

1

件 

25万円＿＿_ 

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以

上 

1

件 

34万1,000円 

(2) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満 

1

件 

1万6,100円 

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満 

1

件 

3万4,000円 
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ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満 

1

件 

6万8,600円 

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未満 

1

件 

13万円 

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上

3ヘクタール未満 

1

件 

21万1,000円 

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上

6ヘクタール未満 

1

件 

28万6,000円 

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上

10ヘクタール未満 

1

件 

36万円＿＿_ 

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以

上 

1

件 

50万8,000円 

(3) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満 

1

件 

9万1,700円 

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満 

1

件 

14万1,000円 

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満 

1

件 

20万2,000円 

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満 

1

件 

7万3,900円 

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未満 

1

件 

14万円 

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上

3ヘクタール未満 

1

件 

22万7,000円 

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上

6ヘクタール未満 

1

件 

30万7,000円 

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上

10ヘクタール未満 

1

件 

39万3,000円 

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以

上 

1

件 

55万円＿＿_ 

(3) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満 

1

件 

9万8,900円 

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満 

1

件 

15万4,000円 

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満 

1

件 

21万8,000円 
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エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未満 

1

件 

27万7,000円 

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上

3ヘクタール未満 

1

件 

41万6,000円 

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上

6ヘクタール未満 

1

件 

53万8,000円 

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上

10ヘクタール未満 

1

件 

69万6,000円 

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以

上 

1

件 

92万円＿＿_ 

2 都市計画法第35条の2第1項の規定による

開発行為の変更許可の申請 

1

件 

次に掲げる額を

合算した額。た

だし、92万円＿

＿_を限度とす

る。 

(1)・(2) 〔略〕   

(3) その他の変更  1万700円＿ 

3 都市計画法第41条第2項ただし書（同法

第35条の2第4項において準用する場合を

含む。）の規定による建築の許可の申請 

1

件 

4万9,100円 

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上1ヘクタール未満 

1

件 

30万円＿＿_ 

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上

3ヘクタール未満 

1

件 

45万1,000円 

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上

6ヘクタール未満 

1

件 

58万円＿＿_ 

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上

10ヘクタール未満 

1

件 

74万9,000円 

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以

上 

1

件 

98万8,000円 

2 都市計画法第35条の2第1項の規定による

開発行為の変更許可の申請 

1

件 

次に掲げる額を

合算した額。た

だし、98万8,000

円 を 限 度 と す

る。 

(1)・(2) 〔略〕   

(3) その他の変更  1万1,800円 

3 都市計画法第41条第2項ただし書（同法

第35条の2第4項において準用する場合を

含む。）の規定による建築の許可の申請 

1

件 

5万3,500円 
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4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定

による建築等の許可の申請 

1

件 

2万8,200円 

5 都市計画法第45条の規定による開発許可

を受けた地位の承継の承認の申請 

  

(1) 承認の申請をする者が行おうとする

開発行為が、主として自己の居住の用

に供する住宅の建築の用に供する目的

で行うもの 

1

件 

1,830円 

(2) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が1ヘクタール未満 1

件 

1,830円 

イ 開発区域の面積が1ヘクタール以上 1

件 

2,710円 

(3) 承認の申請をする者が行おうとする

開発行為が、前2号以外のもの 

1

件 

1万7,000円 

 

4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定

による建築等の許可の申請 

1

件 

3万100円＿ 

5 都市計画法第45条の規定による開発許可

を受けた地位の承継の承認の申請 

  

(1) 承認の申請をする者が行おうとする

開発行為が、主として自己の居住の用

に供する住宅の建築の用に供する目的

で行うもの 

1

件 

1,960円 

(2) 〔略〕   

ア 開発区域の面積が1ヘクタール未満 1

件 

1,960円 

イ 開発区域の面積が1ヘクタール以上 1

件 

2,850円 

(3) 承認の申請をする者が行おうとする

開発行為が、前2号以外のもの 

1

件 

1万8,100円 

 

別表第3（第2条関係） 別表第3（第2条関係） 

区分 単

位 

手数料の額 

〔略〕 

区分 単

位 

手数料の額 

〔略〕 
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造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘ

クタール未満のもの 

1

件 

14万1,000円 

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘ

クタール未満のもの 

1

件 

20万2,000円 

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘク

タール未満のもの 

1

件 

27万5,000円 

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタ

ール未満のもの 

1

件 

41万5,000円 

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタ

ール未満のもの 

1

件 

54万7,000円 

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタ

ール未満のもの 

1

件 

70万1,000円 

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 1

件 

92万5,000円 

 

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘ

クタール未満のもの 

1

件 

15万1,000円 

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘ

クタール未満のもの 

1

件 

21万8,000円 

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘク

タール未満のもの 

1

件 

29万4,000円 

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタ

ール未満のもの 

1

件 

44万5,000円 

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタ

ール未満のもの 

1

件 

58万5,000円 

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタ

ール未満のもの 

1

件 

74万9,000円 

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 1

件 

98万8,000円 

 

別表第4（第2条関係） 別表第4（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が100ｍ2以内のもの 1件 6,210円 

床面積の合計が100ｍ2を超え500ｍ2以内の

もの 

1件 8,620円 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が100ｍ2以内のもの 1件 6,670円 

床面積の合計が100ｍ2を超え500ｍ2以内の

もの 

1件 9,060円 
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床面積の合計が500ｍ2を超え2,000ｍ2以内

のもの 

1件 13,000円 

〔略〕 

床面積の合計が10,000ｍ2を超えるもの 1件 43,000円 
 

床面積の合計が500ｍ2を超え2,000ｍ2以内

のもの 

1件 14,500円 

〔略〕 

床面積の合計が10,000ｍ2を超えるもの 1件 46,800円 
 

別表第5（第2条関係） 別表第5（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が30ｍ2以内のもの 1件 8,600円 

床面積の合計が30ｍ2を超え100ｍ2以内のも

の 

1件 15,600円 

床面積の合計が100ｍ2を超え200ｍ2以内の

もの 

1件 24,700円 

床面積の合計が200ｍ2を超え300ｍ2以内の

もの 

1件 26,900円 

床面積の合計が300ｍ2を超え500ｍ2以内の

もの 

1件 35,500円 

床面積の合計が500ｍ2を超え1,000ｍ2以内

のもの 

1件 63,700円 

床面積の合計が1,000ｍ2を超えるもの 1件 107,000円 
 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が30ｍ2以内のもの 1件 9,050円 

床面積の合計が30ｍ2を超え100ｍ2以内のも

の 

1件 16,600円 

床面積の合計が100ｍ2を超え200ｍ2以内の

もの 

1件 26,500円 

床面積の合計が200ｍ2を超え300ｍ2以内の

もの 

1件 28,900円 

床面積の合計が300ｍ2を超え500ｍ2以内の

もの 

1件 38,100円 

床面積の合計が500ｍ2を超え1,000ｍ2以内

のもの 

1件 68,600円 

床面積の合計が1,000ｍ2を超えるもの 1件 115,000円 
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別表第6（第2条関係） 別表第6（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

〔略〕 

床面積の合計が30ｍ2を超え100ｍ2以内のも

の 

1件 21,000円 

床面積の合計が100ｍ2を超え200ｍ2以内の

もの 

1件 32,000円 

床面積の合計が200ｍ2を超え300ｍ2以内の

もの 

1件 41,000円 

床面積の合計が300ｍ2を超え500ｍ2以内の

もの 

1件 44,000円 

床面積の合計が500ｍ2を超え1,000ｍ2以内

のもの 

1件 55,000円 

床面積の合計が1,000ｍ2を超えるもの 1件 64,000円 
 

区分 単位 手数料の額 

〔略〕 

床面積の合計が30ｍ2を超え100ｍ2以内のも

の 

1件 21,900円 

床面積の合計が100ｍ2を超え200ｍ2以内の

もの 

1件 33,400円 

床面積の合計が200ｍ2を超え300ｍ2以内の

もの 

1件 43,700円 

床面積の合計が300ｍ2を超え500ｍ2以内の

もの 

1件 46,800円 

床面積の合計が500ｍ2を超え1,000ｍ2以内

のもの 

1件 59,000円 

床面積の合計が1,000ｍ2を超えるもの 1件 68,400円 
 

別表第6の2（第2条関係） 別表第6の2（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が100㎡を超え200㎡以内のも

の 

1件 30,000円 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が100㎡を超え200㎡以内のも

の 

1件 33,100円 
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床面積の合計が200㎡を超え300㎡以内のも

の 

1件 40,000円 

床面積の合計が300㎡を超え500㎡以内のも

の 

1件 43,000円 

床面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以内の

もの 

1件 53,000円 

床面積の合計が1,000㎡を超えるもの 1件 61,000円 
 

床面積の合計が200㎡を超え300㎡以内のも

の 

1件 43,300円 

床面積の合計が300㎡を超え500㎡以内のも

の 

1件 46,300円 

床面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以内の

もの 

1件 57,700円 

床面積の合計が1,000㎡を超えるもの 1件 66,400円 
 

別表第6の3（第2条関係） 別表第6の3（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が100㎡を超え200㎡以内のも

の 

1件 29,700円 

床面積の合計が200㎡を超え300㎡以内のも

の 

1件 38,500円 

床面積の合計が300㎡を超え500㎡以内のも

の 

1件 39,800円 

床面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以内の

もの 

1件 46,600円 

床面積の合計が1,000㎡を超えるもの 1件 47,600円 
 

区分 単位 手数料の額 

床面積の合計が100㎡を超え200㎡以内のも

の 

1件 31,800円 

床面積の合計が200㎡を超え300㎡以内のも

の 

1件 41,400円 

床面積の合計が300㎡を超え500㎡以内のも

の 

1件 42,800円 

床面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以内の

もの 

1件 50,100円 

床面積の合計が1,000㎡を超えるもの 1件 51,200円 
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別表第7（第2条関係） 別表第7（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

1 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が新築しよ

うとする一戸建ての住宅

（人の居住の用以外の用途

に供する部分を有しないも

のに限る。以下この表及び

次表において同じ。）の場

合 

1件 45,000円（確認書又は住宅

性能評価書（住宅の品質確

保の促進等に関する法律

（平成11年法律第81号）第6

条の2第5項に規定する確認

書又は住宅性能評価書をい

う。以下この表及び次表に

おいて「確認書等」とい

う。）の提出がある場合に

あっては、12,000円） 

2 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が新築しよ

うとする共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の一戸建

ての住宅以外の住宅をい

う。以下この表及び次表に

おいて同じ。）の場合（床

面積の合計が500ｍ2以内の

ものに限る。） 

1件 104,000円（確認書等の提

出がある場合にあっては、

22,000円）を認定申請数

（1の共同住宅等（区分所有

住宅（長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第5条第

1項に規定する区分所有住宅

をいう。次表において同

じ。）を除く。）に係る住

戸について行われる建築等

計画の認定の申請の数をい

う。）で除して得た額（そ

区分 単位 手数料の額 

1 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が新築しよ

うとする一戸建ての住宅

（人の居住の用以外の用途

に供する部分を有しないも

のに限る。以下この表及び

次表において同じ。）の場

合 

1件 47,800円（確認書又は住宅

性能評価書（住宅の品質確

保の促進等に関する法律

（平成11年法律第81号）第6

条の2第5項に規定する確認

書又は住宅性能評価書をい

う。以下この表及び次表に

おいて「確認書等」とい

う。）の提出がある場合に

あっては、12,700円） 

2 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が新築しよ

うとする共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の一戸建

ての住宅以外の住宅をい

う。以下この表及び次表に

おいて同じ。）の場合（床

面積の合計が500ｍ2以内の

ものに限る。） 

1件 112,000円（確認書等の提

出がある場合にあっては、

23,300円）を認定申請数

（1の共同住宅等（区分所有

住宅（長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第5条第

1項に規定する区分所有住宅

をいう。次表において同

じ。）を除く。）に係る住

戸について行われる建築等

計画の認定の申請の数をい

う。）で除して得た額（そ
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の額に100円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨

てた額） 

3 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が増築し、

若しくは改築しようとする

一戸建ての住宅の場合又は

維持保全計画の認定を受け

ようとする住宅が一戸建て

の住宅の場合 

1件 67,000円（確認書等の提出

がある場合にあっては、

18,000円） 

4 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が増築し、

若しくは改築しようとする

共同住宅等の場合（床面積

の合計が500ｍ2以内のもの

に限る。）又は維持保全計

画の認定を受けようとする

住宅が共同住宅等の場合

（床面積の合計が500㎡以

内のものに限る。） 

1件 157,000円（確認書等の提

出がある場合にあっては、

33,000円）を認定申請数

（1の共同住宅等（区分所有

住宅を除く。）に係る住戸

について行われる建築等計

画の認定又は維持保全計画

の 認 定 の 申 請 の 数 を い

う。）で除して得た額（そ

の額に100円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨

てた額） 
 

の額に100円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨

てた額） 

3 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が増築し、

若しくは改築しようとする

一戸建ての住宅の場合又は

維持保全計画の認定を受け

ようとする住宅が一戸建て

の住宅の場合 

1件 71,700円（確認書等の提出

がある場合にあっては、

19,100円） 

4 建築等計画の認定を受け

ようとする住宅が増築し、

若しくは改築しようとする

共同住宅等の場合（床面積

の合計が500ｍ2以内のもの

に限る。）又は維持保全計

画の認定を受けようとする

住宅が共同住宅等の場合

（床面積の合計が500㎡以

内のものに限る。） 

1件 169,000円（確認書等の提

出がある場合にあっては、

35,000円）を認定申請数

（1の共同住宅等（区分所有

住宅を除く。）に係る住戸

について行われる建築等計

画の認定又は維持保全計画

の 認 定 の 申 請 の 数 を い

う。）で除して得た額（そ

の額に100円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨

てた額） 
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現行 改正後（案） 

別表第8（第2条関係） 別表第8（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

1 建築等計画の変更の認定

を受けようとする住宅が前

表第1項の建築等計画の認

定を受けた一戸建ての住宅

の場合 

1件 23,000円（変更後の建築等

計画に係る確認書等の提出

がある場合にあっては、

6,000円） 

2 建築等計画の変更の認定

を受けようとする住宅が前

表第2項の建築等計画の認

定を受けた共同住宅等の場

合（建築等計画の変更の認

定に係る住戸が属する1の

建築物の当該建築等計画の

変更に係る部分（床面積の

増加に係る部分を除く。）

の床面積の2分の1の面積と

当該建築等計画の変更に係

る部分のうち床面積の増加

に係る部分の床面積との合

計が500ｍ2以内のものに限

る。） 

1件 104,000円（変更後の建築

等計画に係る確認書等の提

出がある場合にあっては、

22,000円）を変更認定申請

数（1の共同住宅等（区分所

有住宅を除く。）に係る住

戸について行われる建築等

計画の変更の認定の申請の

数をいう。）で除して得た

額（その額に100円未満の端

数が生じたときは、これを

切り捨てた額） 

3 建築等計画の変更の認定 1件 34,000円（変更後の建築等

区分 単位 手数料の額 

1 建築等計画の変更の認定

を受けようとする住宅が前

表第1項の建築等計画の認

定を受けた一戸建ての住宅

の場合 

1件 23,000円（変更後の建築等

計画に係る確認書等の提出

がある場合にあっては、

6,350円） 

2 建築等計画の変更の認定

を受けようとする住宅が前

表第2項の建築等計画の認

定を受けた共同住宅等の場

合（建築等計画の変更の認

定に係る住戸が属する1の

建築物の当該建築等計画の

変更に係る部分（床面積の

増加に係る部分を除く。）

の床面積の2分の1の面積と

当該建築等計画の変更に係

る部分のうち床面積の増加

に係る部分の床面積との合

計が500ｍ2以内のものに限

る。） 

1件 112,000円（変更後の建築

等計画に係る確認書等の提

出がある場合にあっては、

23,300円）を変更認定申請

数（1の共同住宅等（区分所

有住宅を除く。）に係る住

戸について行われる建築等

計画の変更の認定の申請の

数をいう。）で除して得た

額（その額に100円未満の端

数が生じたときは、これを

切り捨てた額） 

3 建築等計画の変更の認定 1件 35,800円（変更後の建築等
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現行 改正後（案） 

又は維持保全計画の変更の

認定を受けようとする住宅

が前表第3項の建築等計画

の認定又は維持保全計画の

認定を受けた一戸建ての住

宅の場合 

計画又は維持保全計画（次

項において「変更後の計

画」という。）に係る確認

書等の提出がある場合にあ

っては、9,000円） 

4 建築等計画の変更の認定

又は維持保全計画の変更の

認定を受けようとする住宅

が前表第4項の建築等計画

の認定又は維持保全計画の

認定を受けた共同住宅等の

場合（建築等計画の変更の

認定又は維持保全計画の変

更の認定に係る住戸が属す

る1の建築物の当該建築等

計画又は当該維持保全計画

の変更に係る部分（床面積

の増加に係る部分 を除

く。）の床面積の2分の1の

面積と当該建築等計画又は

当該維持保全計画の変更に

係る部分のうち床面積の増

加に係る部分の床面積との

合計が500㎡以内のものに

1件 157,000円（変更後の計画

に係る確認書等の提出があ

る場合にあっては、33,000

円）を変更認定申請数（1の

共同住宅等（区分所有住宅

を除く。）に係る住戸につ

いて行われる建築等計画の

変更の認定又は維持保全計

画の変更の認定の申請の数

をいう。）で除して得た額

（その額に100円未満の端数

が生じたときは、これを切

り捨てた額） 

又は維持保全計画の変更の

認定を受けようとする住宅

が前表第3項の建築等計画

の認定又は維持保全計画の

認定を受けた一戸建ての住

宅の場合 

計画又は維持保全計画（次

項において「変更後の計

画」という。）に係る確認

書等の提出がある場合にあ

っては、9,550円） 

4 建築等計画の変更の認定

又は維持保全計画の変更の

認定を受けようとする住宅

が前表第4項の建築等計画

の認定又は維持保全計画の

認定を受けた共同住宅等の

場合（建築等計画の変更の

認定又は維持保全計画の変

更の認定に係る住戸が属す

る1の建築物の当該建築等

計画又は当該維持保全計画

の変更に係る部分（床面積

の増加に係る部分 を除

く。）の床面積の2分の1の

面積と当該建築等計画又は

当該維持保全計画の変更に

係る部分のうち床面積の増

加に係る部分の床面積との

合計が500㎡以内のものに

1件 169,000円（変更後の計画

に係る確認書等の提出があ

る場合にあっては、35,000

円）を変更認定申請数（1の

共同住宅等（区分所有住宅

を除く。）に係る住戸につ

いて行われる建築等計画の

変更の認定又は維持保全計

画の変更の認定の申請の数

をいう。）で除して得た額

（その額に100円未満の端数

が生じたときは、これを切

り捨てた額） 
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現行 改正後（案） 

限る。） 
 

限る。） 
 

別表第9（第2条関係） 別表第9（第2条関係） 

区分 
単

位 
手数料の額 

1 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が200

㎡未満のもの 

1

件 

34,000円（住宅基準適合証等

（住宅の品質確保の促進等に関

する法律第5条第1項に規定する

登録住宅性能評価機関が作成し

た都市の低炭素化の促進に関す

る法律第54条第1項各号に掲げ

る基準（以下この表において

「認定基準」という。）に適合

していることを示す書類又は市

長の定めるその他の図書をい

う。以下この表及び次表におい

て同じ。）の提出がある場合に

あっては、5,000円） 

イ 〔略〕   

区分 
単

位 
手数料の額 

1 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が200

㎡未満のもの 

1

件 

36,100円（住宅基準適合証等

（住宅の品質確保の促進等に関

する法律第5条第1項に規定する

登録住宅性能評価機関が作成し

た都市の低炭素化の促進に関す

る法律第54条第1項各号に掲げ

る基準（以下この表において

「認定基準」という。）に適合

していることを示す書類又は市

長の定めるその他の図書をい

う。以下この表及び次表におい

て同じ。）の提出がある場合に

あっては、5,000円） 

イ 〔略〕   
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現行 改正後（案） 

(2)・(3) 〔略〕   

2 〔略〕   

(1) 当該建築物の非住宅

部分について省令第10条

第1号イ（1）及び同号ロ

（1）の基準並びに同号

ただし書に規定する方法

（次表、別表第16及び別

表第17において「誘導標

準入力法等基準」とい

う。）を用いて評価を行

う場合（非住宅部分の床

面積の合計が300㎡以内

のものに限る。） 

1

件 

225,000円（非住宅基準適合証

（建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第14条第

1項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した認定

基準に適合していることを示す

書類をいう。以下この表及び次

表において同じ。）の提出があ

る場合にあっては、10,000円） 

(2) 当該建築物の非住宅

部分について省令第10条

第1号イ（2）及び同号ロ

（2）の基準（次表、別

表第16及び別表第17にお

いて「誘導モデル建物法

基準」という。）を用い

て評価を行う場合（非住

宅部分の床面積の合計が

1

件 

86,000円（非住宅基準適合証

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

(2)・(3) 〔略〕   

2 〔略〕   

(1) 当該建築物の非住宅

部分について省令第10条

第1号イ（1）及び同号ロ

（1）の基準並びに同号

ただし書に規定する方法

（次表、別表第16及び別

表第17において「誘導標

準入力法等基準」とい

う。）を用いて評価を行

う場合（非住宅部分の床

面積の合計が300㎡以内

のものに限る。） 

1

件 

241,000円（非住宅基準適合証

（建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第14条第

1項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した認定

基準に適合していることを示す

書類をいう。以下この表及び次

表において同じ。）の提出があ

る場合にあっては、10,000円） 

(2) 当該建築物の非住宅

部分について省令第10条

第1号イ（2）及び同号ロ

（2）の基準（次表、別

表第16及び別表第17にお

いて「誘導モデル建物法

基準」という。）を用い

て評価を行う場合（非住

宅部分の床面積の合計が

1

件 

92,100円（非住宅基準適合証

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 
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現行 改正後（案） 

300 ㎡以内のものに限

る。） 

(3) 当該建築物の住宅部

分について誘導標準計算

基準を用いて評価を行う

場合（住宅部分の床面積

の合計が300㎡以内のも

のに限る。） 

1

件 

67,000円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

(4) 当該建築物の住宅部

分について誘導仕様基準

を用いて評価を行う場合

（住宅部分の床面積の合

計が300㎡以内のものに

限る。） 

1

件 

32,000円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

(5) 当該建築物の住宅部

分について誘導仕様・計

算併用法基準を用いて評

価を行う場合（住宅部分

の床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

1

件 

50,000円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

 

300 ㎡以内のものに限

る。） 

(3) 当該建築物の住宅部

分について誘導標準計算

基準を用いて評価を行う

場合（住宅部分の床面積

の合計が300㎡以内のも

のに限る。） 

1

件 

71,900円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

(4) 当該建築物の住宅部

分について誘導仕様基準

を用いて評価を行う場合

（住宅部分の床面積の合

計が300㎡以内のものに

限る。） 

1

件 

34,200円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

(5) 当該建築物の住宅部

分について誘導仕様・計

算併用法基準を用いて評

価を行う場合（住宅部分

の床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

1

件 

53,000円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000円） 

 

別表第10（第2条関係） 別表第10（第2条関係） 

区分 単 手数料の額 区分 単 手数料の額 
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現行 改正後（案） 

位 

1 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 17,000円（変更後の計画に係る

住宅基準適合証等の提出がある

場合にあっては、3,000円） 

イ 〔略〕   

(2)・(3) 〔略〕   

2 非住宅建築物、共同住

宅等又は複合建築物に係

る計画の変更の認定を受

けようとする場合 

 非住宅建築物又は複合建築物

（非住宅部分に限って計画の変

更の認定を受けようとする場合

に限る。）にあっては第1号又

は第2号に規定する手数料の

額、共同住宅等又は複合建築物

（住宅部分に限って計画の変更

の認定を受けようとする場合に

限る。）にあっては第3号から

第5号までのいずれかに規定す

る手数料の額、複合建築物（非

住宅部分に限って計画の変更の

認定を受けようとする場合及び

位 

1 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 18,000円（変更後の計画に係る

住宅基準適合証等の提出がある

場合にあっては、3,000円） 

イ 〔略〕   

(2)・(3) 〔略〕   

2 非住宅建築物、共同住

宅等又は複合建築物に係

る計画の変更の認定を受

けようとする場合（計画

の変更に係る部分（床面

積の増加に係る部分を除

く。）の床面積の2分の1

の面積と当該計画の変更

に係る部分の面積のうち

床面積の増加に係る部分

の床面積との合計（以下

この項において「計画の

変更に係る部分の床面積

 前表第2項に定める額（この場

合において、同項中「計画の認

定」とあるのは「計画の変更の

認定」と、「床面積の合計」と

あるのは「計画の変更に係る部

分の床面積の合計」と、「非住

宅基準適合証」とあるのは「変

更後の計画に係る非住宅基準適

合証」と、「住宅基準適合証

等」とあるのは「変更後の計画

に係る住宅基準適合証等」と読

み替えるものとする。） 
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現行 改正後（案） 

住宅部分に限って計画の変更の

認定を受けようとする場合を除

く。）にあっては第1号又は第2

号及び第3号から第5号までのい

ずれかに規定する区分に応じ、

それぞれ当該手数料を合算した

額 

(1) 当該建築物の非住

宅部分について誘導標

準入力法等基準を用い

て評価を行う場合（非

住宅部分の計画の変更

に係る部分（床面積の

増加に係る部分を除

く。）の床面積の2分

の1の面積と当該計画

の変更に係る部分の面

積のうち床面積の増加

に係る部分の床面積と

の合計（以下この表に

おいて「計画の変更に

係る部分の床面積の合

計」という。）が300

㎡ 以 内 の も の に 限

る。） 

1件 225,000円（変更後の計画に係

る非住宅基準適合証の提出があ

る場合にあっては、10,000円） 

の合計」という。）が

300㎡以内のものに限

る。） 
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現行 改正後（案） 

(2) 当該建築物の非住

宅部分について誘導モ

デル建物法基準を用い

て評価を行う場合（非

住宅部分の計画の変更

に係る部分の床面積の

合計が300㎡以内のも

のに限る。） 

1件 86,000円（変更後の計画に係る

非住宅基準適合証の提出がある

場合にあっては、10,000円） 

(3) 当該建築物の住宅

部分について誘導標準

計算基準を用いて評価

を行う場合（住宅部分

の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が

300㎡以内のものに限

る。） 

1件 67,000円（変更後の計画に係る

住宅基準適合証等の提出がある

場合にあっては、10,000円） 

(4) 当該建築物の住宅

部分について誘導仕様

基準を用いて評価を行

う場合（住宅部分の計

画の変更に係る部分の

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

1件 32,000円（変更後の計画に係る

住宅基準適合証等の提出がある

場合にあっては、10,000円） 
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現行 改正後（案） 

(5) 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様・計算併用法基準を

用いて評価を行う場合

（住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が300㎡以内の

ものに限る。） 

1件 50,000円（変更後の計画に係る

住宅基準適合証等の提出がある

場合にあっては、10,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

別表第11（第2条関係） 別表第11（第2条関係） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料（民間建築物） 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料＿＿＿＿＿＿＿ 

区分 
単

位 
手数料の額 

1 計画の適合性判定を受

けようとする建築物が非

住宅部分（省令第1条第1

項第1号に規定する非住

宅部分をいう。ただし、

工場その他のこれに類す

るもので市長が定めるも

のの部分（以下この表か

ら別表第15までにおいて

「 工 場 等 部 分 」 と い

う。）を除く。以下この

表から別表第15までにお

 非住宅部分を有する建築物又は

工場等部分を有する建築物＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿にあっては第1号から第4号

までのいずれかに規定する手数

料の額、共同住宅等にあっては

第5号から第7号までのいずれか

に規定する手数料の額、複合建

築物に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

区分 
単

位 
手数料の額 

1 計画の適合性判定を受

けようとする建築物が非

住宅部分（省令第1条第1

項第1号に規定する非住

宅部分をいう。ただし、

工場その他のこれに類す

るもので市長が定めるも

のの部分（以下この表か

ら別表第15までにおいて

「 工 場 等 部 分 」 と い

う。）を除く。以下この

表から別表第15までにお

 非住宅部分を有する建築物、工

場等部分を有する建築物又は複

合建築物（非住宅部分又は工場

等部分に限って計画の適合性判

定を受けようとする場合に限

る。）にあっては第1号から第4

号までのいずれかに規定する手

数料の額、共同住宅等にあって

は第5号から第7号までのいずれ

かに規定する手数料の額、複合

建築物（非住宅部分又は工場等

部分に限って計画の適合性判定
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現行 改正後（案） 

いて同じ。）を有する建

築物、工場等部分を有す

る建築物、共同住宅等

（共同住宅、長屋、その

他の一戸建ての住宅以外

の住宅で非住宅部分又は

工場等部分を有しないも

のをいう。以下この表か

ら別表第15までにおいて

同じ。）又は複合建築物

（省令第1条第1項第1号

に規定する複合建築物を

いう。以下この表から別

表第15までにおいて同

じ。）である場合 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿あっては第1号から第4

号までのいずれか及び第5号か

ら第7号までのいずれかに規定

する区分に応じ、それぞれに規

定する手数料の額を合算した

額。ただし、非住宅部分及び工

場等部分を有する建築物につい

ては、第1号及び第2号又は第3

号及び第4号に規定する区分に

応じそれぞれに規定する手数料

の額を合算した額が、当該建築

物の非住宅部分及び工場等部分

の床面積の合計を全て非住宅部

分の面積とみなした場合におけ

る第1号又は第3号に規定する区

分に応じそれぞれに規定する手

数料の額を超えるときは、当該

額とする。 

(1) 当該建築物の非住

宅部分について省令第

1条第1項第1号イの基

準及び同号ただし書に

規定する方法（以下こ

の表から別表第15まで

1件 224,000円 

いて同じ。）を有する建

築物、工場等部分を有す

る建築物、共同住宅等

（共同住宅、長屋、その

他の一戸建ての住宅以外

の住宅で非住宅部分又は

工場等部分を有しないも

のをいう。以下この表か

ら別表第15までにおいて

同じ。）又は複合建築物

（省令第1条第1項第1号

に規定する複合建築物を

いう。以下この表から別

表第15までにおいて同

じ。）である場合 

を受けようとする場合を除

く。）にあっては第1号から第4

号までのいずれか及び第5号か

ら第7号までのいずれかに規定

する区分に応じ、それぞれに規

定する手数料の額を合算した

額。ただし、非住宅部分及び工

場等部分を有する建築物につい

ては、第1号及び第2号又は第3

号及び第4号に規定する区分に

応じそれぞれに規定する手数料

の額を合算した額が、当該建築

物の非住宅部分及び工場等部分

の床面積の合計を全て非住宅部

分の面積とみなした場合におけ

る第1号又は第3号に規定する区

分に応じそれぞれに規定する手

数料の額を超えるときは、当該

額とする。 

(1) 当該建築物の非住

宅部分について省令第

1条第1項第1号イの基

準及び同号ただし書に

規定する方法（以下こ

の表から別表第15まで

1件 241,000円 
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現行 改正後（案） 

において「標準入力法

等基準」という。）を

用いて評価を行う場合

（非住宅部分の床面積

（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律施行令（平成

28年政令第8号）第3条

に規定する床面積をい

う。ただし、建築物を

増築し、又は改築しよ

うとする場合におい

て、当該建築物につい

てエネルギー消費性能

に係る計算その他の計

算を要しない既存部分

があるときは、当該既

存部分の床面積を除

く。以下この表から別

表第17までにおいて同

じ。）の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

(2) 〔略〕   

(3) 当該建築物の非住 1件 86,000円 

において「標準入力法

等基準」という。）を

用いて評価を行う場合

（非住宅部分の床面積

（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律施行令（平成

28年政令第8号）第3条

に規定する床面積をい

う。ただし、建築物を

増築し、又は改築しよ

うとする場合におい

て、当該建築物につい

てエネルギー消費性能

に係る計算その他の計

算を要しない既存部分

があるときは、当該既

存部分の床面積を除

く。以下この表から別

表第17までにおいて同

じ。）の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

(2) 〔略〕   

(3) 当該建築物の非住 1件 92,100円 
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現行 改正後（案） 

宅部分について省令第

1条第1項第1号ロの基

準（以下この表から別

表第15までにおいて

「モデル建物法基準」

という。）を用いて評

価を行う場合（非住宅

部分の床面積の合計が

300㎡以内のものに限

る。） 

(4) 〔略〕   

(5) 当該建築物の住宅

部分（省令第1条第2項

に規定する住宅部分を

いう。以下この表から

別表第17までにおいて

同じ。）について省令

第1条第1項第2号イ(1)

及び同号ロ(1)の基準

（以下この表から別表

第15までにおいて「標

準 計 算 基 準 」 と い

う。）を用いて評価を

行う場合（住宅部分の

1件 67,000円 

宅部分について省令第

1条第1項第1号ロの基

準（以下この表から別

表第15までにおいて

「モデル建物法基準」

という。）を用いて評

価を行う場合（非住宅

部分の床面積の合計が

300㎡以内のものに限

る。） 

(4) 〔略〕   

(5) 当該建築物の住宅

部分（省令第1条第2項

に規定する住宅部分を

いう。以下この表から

別表第17までにおいて

同じ。）について省令

第1条第1項第2号イ(1)

及び同号ロ(1)の基準

（以下この表から別表

第15までにおいて「標

準 計 算 基 準 」 と い

う。）を用いて評価を

行う場合（住宅部分の

1件 71,900円 
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現行 改正後（案） 

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

(6) 当該建築物の住宅

部分について省令第1

条第1項第2号イ(2)及

び同号ロ (2) の基準

（以下この表から別表

第15までにおいて「仕

様基準」という。）を

用いて評価を行う場合

（住宅部分の床面積の

合計が300㎡以内のも

のに限る。） 

1件 32,000円 

(7) 当該建築物の住宅

部分について省令第1

条第1項第2号イ(1)及

び同号ロ(2)の基準又

は同号イ(2)及び同号

ロ(1)の基準（以下こ

の表から別表第15まで

において「仕様・計算

併 用 法 基 準 」 と い

う。）を用いて評価を

行う場合（住宅部分の

1件 50,000円 

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

(6) 当該建築物の住宅

部分について省令第1

条第1項第2号イ(2)及

び同号ロ (2) の基準

（以下この表から別表

第15までにおいて「仕

様基準」という。）を

用いて評価を行う場合

（住宅部分の床面積の

合計が300㎡以内のも

のに限る。） 

1件 34,200円 

(7) 当該建築物の住宅

部分について省令第1

条第1項第2号イ(1)及

び同号ロ(2)の基準又

は同号イ(2)及び同号

ロ(1)の基準（以下こ

の表から別表第15まで

において「仕様・計算

併 用 法 基 準 」 と い

う。）を用いて評価を

行う場合（住宅部分の

1件 53,000円 
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現行 改正後（案） 

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

2 〔略〕   

(1) 当該建築物につい

て標準計算基準を用い

て評価を行う場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 34,000円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 37,000円 

(2) 〔略〕   

(3) 当該建築物につい

て仕様・計算併用法基

準を用いて評価を行う

場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 25,000円 

イ 〔略〕   
 

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

2 〔略〕   

(1) 当該建築物につい

て標準計算基準を用い

て評価を行う場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 36,100円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 39,800円 

(2) 〔略〕   

(3) 当該建築物につい

て仕様・計算併用法基

準を用いて評価を行う

場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 26,900円 

イ 〔略〕   
 

別表第12（第2条関係） 別表第12（第2条関係） 

建築物エネルギー消費性能変更適合性判定手数料（民間建築物） 建築物エネルギー消費性能変更適合性判定手数料＿＿＿＿＿＿＿ 
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現行 改正後（案） 

区分 
単

位 
手数料の額 

1 計画の変更の適合性判

定を受けようとする建築

物が非住宅部分を有する

建築物、工場等部分を有

する建築物、共同住宅等

又は複合建築物である場

合 

 非住宅部分を有する建築物又は

工場等部分を有する建築物にあ

っては第1号から第4号までのい

ずれかに規定する手数料の額、

共同住宅等にあっては第5号か

ら第7号までのいずれかに規定

する手数料の額、複合建築物に

あっては第1号から第4号までの

いずれか及び第5号から第7号ま

でのいずれかに規定する区分に

応じ、それぞれに規定する手数

料の額を合算した額。ただし、

非住宅部分及び工場等部分を有

する建築物については、第1号

及び第2号又は第3号及び第4号

に規定する区分に応じそれぞれ

に規定する手数料の額を合算し

た額が、当該建築物の非住宅部

分及び工場等部分の床面積の合

計を全て非住宅部分の面積とみ

なした場合における第1号又は

第3号に規定する区分に応じそ

れぞれに規定する手数料の額を

区分 
単

位 
手数料の額 

1 計画の変更の適合性判

定を受けようとする建築

物が非住宅部分を有する

建築物、工場等部分を有

する建築物、共同住宅等

又は複合建築物である場

合（計画の変更に係る部

分（床面積の増加に係る

部分を除く。）の床面積

の2分の1の面積と当該計

画の変更に係る部分の面

積のうち床面積の増加に

係る部分の床面積との合

計（以下この項において

「計画の変更に係る部分

の床面積の合計」とい

う。）が300㎡以内のも

のに限る。） 

 

 

 

 

 

 前表第1項に定める額（この場

合において、同項中「計画の適

合性判定」とあるのは「計画の

変更の適合性判定」と、「床面

積の合計」とあるのは「計画の

変更に係る部分の床面積の合

計」と読み替えるものとす

る。） 
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現行 改正後（案） 

超えるときは、当該額とする。 

(1) 当該建築物の非住

宅部分について標準入

力法等基準を用いて評

価を行う場合（非住宅

部分の計画の変更に係

る部分（床面積の増加

に係る部分を除く。）

の床面積の2分の1の面

積と当該計画の変更に

係る部分の面積のうち

床面積の増加に係る部

分の床面積との合計

（以下この表及び別表

第14において「計画の

変更に係る部分の床面

積の合計」という。）

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 224,000円 

(2) 当該建築物の工場

等部分について標準入

力法等基準を用いて評

価を行う場合（工場等

部分の計画の変更に係

1件 23,000円 
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現行 改正後（案） 

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

(3) 当該建築物の非住

宅部分についてモデル

建物法基準を用いて評

価を行う場合（非住宅

部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 86,000円 

(4) 当該建築物の工場

等部分についてモデル

建物法基準を用いて評

価を行う場合（工場等

部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 19,000円 

(5) 当該建築物の住宅

部分について標準計算

基準を用いて評価を行

う場合（住宅部分の計

1件 67,000円 
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現行 改正後（案） 

画の変更に係る部分の

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

(6) 当該建築物の住宅

部分について仕様基準

を用いて評価を行う場

合（住宅部分の計画の

変更に係る部分の床面

積の合計が300㎡以内

のものに限る。） 

1件 32,000円 

(7) 当該建築物の住宅

部分について仕様・計

算併用法基準を用いて

評価を行う場合（住宅

部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 50,000円 

2 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 17,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 18,000円 
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現行 改正後（案） 

イ 〔略〕   

(2)・(3) 〔略〕   
 

イ 〔略〕   

(2)・(3) 〔略〕   
 

別表第13（第2条関係） 別表第13及び別表第14 削除 

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料（公共建築物）  

区分 
単

位 
手数料の額 

1 計画の適合性判定を求

めようとする建築物が非

住宅部分を有する建築

物、工場等部分を有する

建築物、共同住宅等又は

複合建築物である場合 

 非住宅部分を有する建築物又は

工場等部分を有する建築物にあ

っては第1号から第4号までのい

ずれかに規定する手数料の額、

共同住宅等にあっては第5号か

ら第7号までのいずれかに規定

する手数料の額、複合建築物に

あっては第1号から第4号までの

いずれか及び第5号から第7号ま

でのいずれかに規定する区分に

応じ、それぞれに規定する手数

料の額を合算した額。ただし、

非住宅部分及び工場等部分を有

する建築物については、第1号

及び第2号又は第3号及び第4号

 



- 35 - 

現行 改正後（案） 

に規定する区分に応じそれぞれ

に規定する手数料の額を合算し

た額が、当該建築物の非住宅部

分及び工場等部分の床面積の合

計を全て非住宅部分の面積とみ

なした場合における第1号又は

第3号に規定する区分に応じそ

れぞれに規定する手数料の額を

超えるときは、当該額とする。 

（1） 当該建築物の非

住宅部分について標準

入力法等基準を用いて

評価を行う場合（非住

宅部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 224,000円 

（2） 当該建築物の工

場等部分について標準

入力法等基準を用いて

評価を行う場合（工場

等部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 23,000円 



- 36 - 

現行 改正後（案） 

（3） 当該建築物の非

住宅部分についてモデ

ル建物法基準を用いて

評価を行う場合（非住

宅部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 86,000円 

（4） 当該建築物の工

場等部分についてモデ

ル建物法基準を用いて

評価を行う場合（工場

等部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 19,000円 

（5） 当該建築物の住

宅部分について標準計

算基準を用いて評価を

行う場合（住宅部分の

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

1件 67,000円 

（6） 当該建築物の住

宅部分について仕様基

準を用いて評価を行う

1件 32,000円 



- 37 - 

現行 改正後（案） 

場合（住宅部分の床面

積の合計が300㎡以内

のものに限る。） 

（7） 当該建築物の住

宅部分について仕様・

計算併用法基準を用い

て評価を行う場合（住

宅部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 50,000円 

2 計画の適合性判定を求

めようとする建築物が一

戸建ての住宅の場合 

  

（1） 当該建築物につ

いて標準計算基準を用

いて評価を行う場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 34,000円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 37,000円 

（2） 当該建築物につ   
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現行 改正後（案） 

いて仕様基準を用いて

評価を行う場合 

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 18,000円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 19,000円 

（3） 当該建築物につ

いて仕様・計算併用法

基準を用いて評価を行

う場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 25,000円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 28,000円 

 

別表第14（第2条関係）  

建築物エネルギー消費性能変更適合性判定手数料（公共建築物）  

区分 
単

位 
手数料の額 

1 計画の変更の適合性判

定を求めようとする建築

 非住宅部分を有する建築物又は

工場等部分を有する建築物にあ
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現行 改正後（案） 

物が非住宅部分を有する

建築物、工場等部分を有

する建築物、共同住宅等

又は複合建築物である場

合 

っては第1号から第4号までのい

ずれかに規定する手数料の額、

共同住宅等にあっては第5号か

ら第7号までのいずれかに規定

する手数料の額、複合建築物に

あっては第1号から第4号までの

いずれか及び第5号から第7号ま

でのいずれかに規定する区分に

応じ、それぞれに規定する手数

料の額を合算した額。ただし、

非住宅部分及び工場等部分を有

する建築物については、第1号

及び第2号又は第3号及び第4号

に規定する区分に応じそれぞれ

に規定する手数料の額を合算し

た額が、当該建築物の非住宅部

分及び工場等部分の床面積の合

計を全て非住宅部分の面積とみ

なした場合における第1号又は

第3号に規定する区分に応じそ

れぞれに規定する手数料の額を

超えるときは、当該額とする。 

（1） 当該建築物の非

住宅部分について標準

入力法等基準を用いて

1件 224,000円 
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現行 改正後（案） 

評価を行う場合（非住

宅部分の計画の変更に

係る部分の床面積の合

計が300㎡以内のもの

に限る。） 

（2） 当該建築物の工

場等部分について標準

入力法等基準を用いて

評価を行う場合（工場

等部分の計画の変更に

係る部分の床面積の合

計が300㎡以内のもの

に限る。） 

1件 23,000円 

（3） 当該建築物の非

住宅部分についてモデ

ル建物法基準を用いて

評価を行う場合（非住

宅部分の計画の変更に

係る部分の床面積の合

計が300㎡以内のもの

に限る。） 

1件 86,000円 

（4） 当該建築物の工

場等部分についてモデ

1件 19,000円 
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現行 改正後（案） 

ル建物法基準を用いて

評価を行う場合（工場

等部分の計画の変更に

係る部分の床面積の合

計が300㎡以内のもの

に限る。） 

（5） 当該建築物の住

宅部分について標準計

算基準を用いて評価を

行う場合（住宅部分の

計画の変更に係る部分

の床面積の合計が300

㎡ 以 内 の も の に 限

る。） 

1件 67,000円 

（6） 当該建築物の住

宅部分について仕様基

準を用いて評価を行う

場合（住宅部分の計画

の変更に係る部分の床

面積の合計が300㎡以

内のものに限る。） 

1件 32,000円 

（7） 当該建築物の住

宅部分について仕様・

1件 50,000円 



- 42 - 

現行 改正後（案） 

計算併用法基準を用い

て評価を行う場合（住

宅部分の計画の変更に

係る部分の床面積の合

計が300㎡以内のもの

に限る。） 

2 計画の変更の適合性判

定を求めようとする建築

物が一戸建ての住宅の場

合 

  

（1） 当該建築物につ

いて標準計算基準を用

いて評価を行う場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 17,000円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 19,000円 

（2） 当該建築物につ

いて仕様基準を用いて

評価を行う場合 

  

ア 床面積の合計が 1件 9,000円 



- 43 - 

現行 改正後（案） 

200㎡未満のもの 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 10,000円 

（3） 当該建築物につ

いて仕様・計算併用法

基準を用いて評価を行

う場合 

  

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 13,000円 

イ 床面積の合計が

200㎡以上のもの 

1件 14,000円 

 

別表第15（第2条関係） 別表第15（第2条関係） 

区分 
単

位 
手数料の額 

1 書面の交付を求めよう

とする建築物が非住宅部

分を有する建築物、工場

等部分を有する建築物、

共同住宅等又は複合建築

物である場合 

 非住宅部分を有する建築物又は

工場等部分を有する建築物にあ

っては第1号から第4号までのい

ずれかに規定する手数料の額、

共同住宅等にあっては第5号か

ら第7号までのいずれかに規定

する手数料の額、複合建築物に

区分 
単

位 
手数料の額 

1 書面の交付を求めよう

とする建築物が非住宅部

分を有する建築物、工場

等部分を有する建築物、

共同住宅等又は複合建築

物である場合（計画の軽

微な変更に係る部分（床

 別表第11第1項に定める額（こ

の場合において、同項中「計画

の適合性判定を受けようとす

る」とあるのは「書面の交付を

求めようとする」と、「床面積

の合計」とあるのは「軽微な変

更に係る部分の床面積の合計」
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現行 改正後（案） 

あっては第1号から第4号までの

いずれか及び第5号から第7号ま

でのいずれかに規定する区分に

応じ、それぞれに規定する手数

料の額を合算した額。ただし、

非住宅部分及び工場等部分を有

する建築物については、第1号

及び第2号又は第3号及び第4号

に規定する区分に応じそれぞれ

に規定する手数料の額を合算し

た額が、当該建築物の非住宅部

分及び工場等部分の床面積の合

計を全て非住宅部分の面積とみ

なした場合における第1号又は

第3号に規定する区分に応じそ

れぞれに規定する手数料の額を

超えるときは、当該額とする。 

(1) 当該建築物の非住

宅部分について標準入

力法等基準を用いて評

価を行う場合（非住宅

部分の計画の軽微な変

更に係る部分（床面積

の増加に係る部分を除

く。）の床面積の2分

1件 224,000円 

面積の増加に係る部分を

除く。）の床面積の2分

の1の面積と当該計画の

軽微な変更に係る部分の

面積のうち床面積の増加

に係る部分の床面積との

合計（以下この項におい

て「軽微な変更に係る部

分の床面積の合計」とい

う。）が300㎡以内のも

のに限る。） 

 

 

 

 

 

 

と読み替えるものとする。） 
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現行 改正後（案） 

の1の面積と当該計画

の軽微な変更に係る部

分の面積のうち床面積

の増加に係る部分の床

面積との合計（以下こ

の表において「軽微な

変更に係る部分の床面

積の合計」という。）

が300㎡以内のものに

限る。） 

(2) 当該建築物の工場

等部分について標準入

力法等基準を用いて評

価を行う場合（工場等

部分の軽微な変更に係

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 23,000円 

(3) 当該建築物の非住

宅部分についてモデル

建物法基準を用いて評

価を行う場合（非住宅

部分の軽微な変更に係

る部分の床面積の合計

1件 86,000円 
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現行 改正後（案） 

が300㎡以内のものに

限る。） 

(4) 当該建築物の工場

等部分についてモデル

建物法基準を用いて評

価を行う場合（工場等

部分の軽微な変更に係

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 19,000円 

(5) 当該建築物の住宅

部分について標準計算

基準を用いて評価を行

う場合（住宅部分の軽

微な変更に係る部分の

床面積の合計が300㎡

以内のものに限る。） 

1件 67,000円 

(6) 当該建築物の住宅

部分について仕様基準

を用いて評価を行う場

合（住宅部分の軽微な

変更に係る部分の床面

積の合計が300㎡以内

1件 32,000円 
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現行 改正後（案） 

のものに限る。） 

(7) 当該建築物の住宅

部分について仕様・計

算併用法基準を用いて

評価を行う場合（住宅

部分の軽微な変更に係

る部分の床面積の合計

が300㎡以内のものに

限る。） 

1件 50,000円 

2 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 17,000円 

イ 〔略〕   

(2)・(3) 〔略〕   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 〔略〕   

(1) 〔略〕   

ア 床面積の合計が

200㎡未満のもの 

1件 18,000円 

イ 〔略〕   

(2)・(3) 〔略〕   
 

別表第16（第2条関係） 別表第16（第2条関係） 

区分 
単

位 
手数料の額 

1 〔略〕 

区分 
単

位 
手数料の額 

1 〔略〕 
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現行 改正後（案） 

（1） 計画の認定を受

けようとする建築物が

非住宅建築物（省令第

1条第1項第1号に規定

する非住宅建築物をい

う。以下この表及び次

表において同じ。）、

共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建ての住宅以外の住宅

で非住宅部分（省令第

1条第1項第1号に規定

する非住宅部分をい

う。以下この表及び次

表において同じ。）を

有しないものをいう。

以下この表及び次表に

おいて同じ。）又は複

合建築物（省令第1条

第1項第1号に規定する

複合建築物をいう。以

下この表及び次表にお

いて同じ。）である場

合 

 非住宅建築物又は複合建築物

（非住宅部分に限って計画の認

定を受けようとする場合に限

る。）にあってはア又はイに規

定する手数料の額、共同住宅等

又は複合建築物（住宅部分（省

令第1条第2項に規定する住宅部

分をいう。以下この表及び次表

において同じ。）に限って計画

の認定を受けようとする場合に

限る。）にあってはウからオま

でのいずれかに規定する手数料

の額、複合建築物（非住宅部分

に限って計画の認定を受けよう

とする場合及び住宅部分に限っ

て計画の認定を受けようとする

場合を除く。）にあってはア又

はイ及びウからオまでのいずれ

かに規定する区分に応じ、それ

ぞれ当該手数料を合算した額 

ア 当該建築物の非住 1件 224,000円（非住宅誘導基準適

（1） 計画の認定を受

けようとする建築物が

非住宅建築物（省令第

1条第1項第1号に規定

する非住宅建築物をい

う。以下この表及び次

表において同じ。）、

共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建ての住宅以外の住宅

で非住宅部分（省令第

1条第1項第1号に規定

する非住宅部分をい

う。以下この表におい

て同じ。）を＿＿＿＿

有しないものをいう。

以下この表及び次表に

おいて同じ。）又は複

合建築物（省令第1条

第1項第1号に規定する

複合建築物をいう。以

下この表及び次表にお

いて同じ。）である場

合 

 非住宅建築物又は複合建築物

（非住宅部分に限って計画の認

定を受けようとする場合に限

る。）にあってはア又はイに規

定する手数料の額、共同住宅等

又は複合建築物（住宅部分（省

令第1条第2項に規定する住宅部

分をいう。以下この表及び次表

において同じ。）に限って計画

の認定を受けようとする場合に

限る。）にあってはウからオま

でのいずれかに規定する手数料

の額、複合建築物（非住宅部分

に限って計画の認定を受けよう

とする場合及び住宅部分に限っ

て計画の認定を受けようとする

場合を除く。）にあってはア又

はイ及びウからオまでのいずれ

かに規定する区分に応じ、それ

ぞれ当該手数料を合算した額 

ア 当該建築物の非住 1件 241,000円（非住宅誘導基準適
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現行 改正後（案） 

宅部分について誘導

標準入力法等基準を

用いて評価を行う場

合（非住宅部分の床

面積の合計が300㎡

以 内 の も の に 限

る。） 

合証（建築物省エネ法第14条第

1項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した建築

物省エネ法第30条第1項各号

（建築物省エネ法第31条第2項

において準用する場合を含

む。）に掲げる基準に適合して

いることを示す書類をいう。以

下この表及び次表において同

じ。）の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

イ 当該建築物の非住

宅部分について誘導

モデル建物法基準を

用いて評価を行う場

合（非住宅部分の床

面積の合計が300㎡

以 内 の も の に 限

る。） 

1件 86,000円（非住宅誘導基準適合

証の提出がある場合にあって

は、10,000円） 

ウ 当該建築物の住宅

部分について誘導標

準計算基準を用いて

評価を行う場合（住

宅部分の床面積の合

1件 67,000円（住宅誘導基準適合証

等（住宅の品質確保の促進等に

関する法律第5条第1項に規定す

る登録住宅性能評価機関が作成

した建築物省エネ法第30条第1

宅部分について誘導

標準入力法等基準を

用いて評価を行う場

合（非住宅部分の床

面積の合計が300㎡

以 内 の も の に 限

る。） 

合証（建築物省エネ法第14条第

1項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した建築

物省エネ法第30条第1項各号

（建築物省エネ法第31条第2項

において準用する場合を含

む。）に掲げる基準に適合して

いることを示す書類をいう。以

下この表＿＿＿＿において同

じ。）の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

イ 当該建築物の非住

宅部分について誘導

モデル建物法基準を

用いて評価を行う場

合（非住宅部分の床

面積の合計が300㎡

以 内 の も の に 限

る。） 

1件 92,100円（非住宅誘導基準適合

証の提出がある場合にあって

は、10,000円） 

ウ 当該建築物の住宅

部分について誘導標

準計算基準を用いて

評価を行う場合（住

宅部分の床面積の合

1件 71,900円（住宅誘導基準適合証

等（住宅の品質確保の促進等に

関する法律第5条第1項に規定す

る登録住宅性能評価機関が作成

した建築物省エネ法第30条第1
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現行 改正後（案） 

計が300㎡以内のも

のに限る。） 

項各号（建築物省エネ法第31条

第2項において準用する場合を

含む。）に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類又は市長

が定めるその他の図書をいう。

以下この表及び次表において同

じ。）の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

エ 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様基準を用いて評価

を行う場合（住宅部

分の床面積の合計が

300㎡以内のものに

限る。） 

1件 32,000円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、10,000円） 

オ 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様・計算併用法基準

を用いて評価を行う

場合（住宅部分の床

面積の合計が300㎡

以 内 の も の に 限

る。） 

1件 50,000円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、10,000円） 

計が300㎡以内のも

のに限る。） 

項各号（建築物省エネ法第31条

第2項において準用する場合を

含む。）に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類又は市長

が定めるその他の図書をいう。

以下この表及び次表において同

じ。）の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

エ 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様基準を用いて評価

を行う場合（住宅部

分の床面積の合計が

300㎡以内のものに

限る。） 

1件 34,200円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、10,000円） 

オ 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様・計算併用法基準

を用いて評価を行う

場合（住宅部分の床

面積の合計が300㎡

以 内 の も の に 限

る。） 

1件 53,000円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、10,000円） 
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現行 改正後（案） 

(2) 〔略〕   

ア 当該建築物につい

て誘導標準計算基準

を用いて評価を行う

場合 

  

（ア） 床面積の合

計が200㎡未満の

もの 

1件 34,000円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、5,000円） 

（イ） 床面積の合

計が200㎡以上の

もの 

1件 37,000円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、5,000円） 

イ 〔略〕   

ウ 当該建築物につい

て誘導仕様・計算併

用法基準を用いて評

価を行う場合 

  

（ア） 床面積の合

計が200㎡未満の

もの 

1件 25,000円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、5,000円） 

（イ） 〔略〕   
 

(2) 〔略〕   

ア 当該建築物につい

て誘導標準計算基準

を用いて評価を行う

場合 

  

（ア） 床面積の合

計が200㎡未満の

もの 

1件 36,100円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、5,000円） 

（イ） 床面積の合

計が200㎡以上の

もの 

1件 39,800円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、5,000円） 

イ 〔略〕   

ウ 当該建築物につい

て誘導仕様・計算併

用法基準を用いて評

価を行う場合 

  

（ア） 床面積の合

計が200㎡未満の

もの 

1件 26,900円（住宅誘導基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、5,000円） 

（イ） 〔略〕   
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現行 改正後（案） 

別表第17（第2条関係） 別表第17（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

1 〔略〕   

（1） 計画の変更の認

定を受けようとする建

築物が非住宅建築物、

共同住宅等又は複合建

築物である場合 

 非住宅建築物又は複合建築物

（非住宅部分に限って計画の

変更の認定を受けようとする

場合に限る。）にあってはア

又はイに規定する手数料の

額、共同住宅等又は複合建築

物（住宅部分に限って計画の

変更の認定を受けようとする

場合に限る。）にあってはウ

からオまでのいずれかに規定

する手数料の額、複合建築物

（非住宅部分に限って計画の

変更の認定を受けようとする

場合及び住宅部分に限って計

画の変更の認定を受けようと

する場合を除く。）にあって

はア又はイ及びウからオまで

のいずれかに規定する区分に

応じ、それぞれ当該手数料を

合算した額 

区分 単位 手数料の額 

1 〔略〕   

（1） 計画の変更の認

定を受けようとする建

築物が非住宅建築物、

共同住宅等又は複合建

築物である場合（計画

の変更に係る部分（床

面積の増加に係る部分

を除く。）の床面積の

2分の1の面積と当該計

画の変更に係る部分の

面積のうち床面積の増

加に係る部分の床面積

との合計（以下この項

において「計画の変更

に係る部分の床面積の

合計」という。）が

300㎡以内のものに限

る。） 

 

 

 前表第1項第1号に定める額

（この場合において、同号中

「計画の認定」とあるのは

「計画の変更の認定」と、

「床面積の合計」とあるのは

「計画の変更に係る部分の床

面積の合計」と読み替えるも

のとする。） 
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現行 改正後（案） 

ア 当該建築物の非住

宅部分について誘導

標準入力法等基準を

用いて評価を行う場

合（非住宅部分の計

画の変更に係る部分

（床面積の増加に係

る部分を除く。）の

床面積の2分の1の面

積と当該計画の変更

に係る部分の面積の

うち床面積の増加に

係る部分の床面積と

の合計（以下この表

において「計画の変

更に係る部分の床面

積 の 合 計 」 と い

う。）が300㎡以内

のものに限る。） 

1件 224,000円（非住宅誘導基準適

合証の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

イ 当該建築物の非住

宅部分について誘導

モデル建物法基準を

用いて評価を行う場

合（非住宅部分の計

画の変更に係る部分

1件 86,000円（非住宅誘導基準適

合証の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 
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現行 改正後（案） 

の床面積の合計が

300㎡以内のものに

限る。） 

ウ 当該建築物の住宅

部分について誘導標

準計算基準を用いて

評価を行う場合（住

宅部分の計画の変更

に係る部分の床面積

の合計が300㎡以内

のものに限る。） 

1件 67,000円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

エ 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様基準を用いて評価

を行う場合（住宅部

分の計画の変更に係

る部分の床面積の合

計が300㎡以内のも

のに限る。） 

1件 32,000円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 

オ 当該建築物の住宅

部分について誘導仕

様・計算併用法基準

を用いて評価を行う

1件 50,000円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、10,000円） 
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現行 改正後（案） 

場合（住宅部分の計

画の変更に係る部分

の床面積の合計が

300㎡以内のものに

限る。） 

（2） 〔略〕   

ア 〔略〕   

（ア） 床面積の合

計が200㎡未満の

もの 

1件 17,000円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、3,000円） 

（イ） 〔略〕   

イ・ウ 〔略〕   

2・3 〔略〕 
 

 

 

 

 

 

（2） 〔略〕   

ア 〔略〕   

（ア） 床面積の合

計が200㎡未満の

もの 

1件 18,000円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、3,000円） 

（イ） 〔略〕   

イ・ウ 〔略〕   

2・3 〔略〕 
 

別表第18（第2条関係） 別表第18（第2条関係） 

区分 単位 手数料の額 

1 〔略〕 

2 建築確認又は審査を受

けようとする建築物が共

同住宅等（共同住宅、長

  

区分 単位 手数料の額 

1 〔略〕 

2 建築確認又は審査を受

けようとする建築物が共

同住宅等（共同住宅、長
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現行 改正後（案） 

屋その他の一戸建ての住

宅以外の住宅で非住宅部

分（省令第１条第１項第

１号に規定する非住宅部

分をいう。）を有しない

ものをいう。）又は住宅

部分（省令第１条第２項

に規定する住宅部分をい

う。）のみの増築若しく

は改築をする複合建築物

（省令第１条第１項第１

号に規定する複合建築物

をいう。）の場合 

（1） 住宅部分の床面

積の合計が300㎡未満

のもの 

1件 23,000円 

（2） 住宅部分の床面

積の合計が300㎡以上

のもの 

1件 36,000円 

 

屋その他の一戸建ての住

宅以外の住宅で非住宅部

分（省令第１条第１項第

１号に規定する非住宅部

分をいう。）を有しない

ものをいう。）又は住宅

部分（省令第１条第２項

に規定する住宅部分をい

う。）のみの増築若しく

は改築をする複合建築物

（省令第１条第１項第１

号に規定する複合建築物

をいう。）の場合 

（1） 住宅部分の床面

積の合計が300㎡未満

のもの 

1件 24,400円 

（2） 住宅部分の床面

積の合計が300㎡以上

のもの 

1件 38,400円 

 

別表第19（第2条関係） 別表第19（第2条関係） 

区分 
単

位 
手数料の額 区分 

単

位 
手数料の額 
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現行 改正後（案） 

1・2 〔略〕 

3 検査を受けようとする

建築物が非住宅部分（工

場その他のこれに類する

もので市長が定めるもの

の部分を除く。以下この

表において同じ。）を有

する場合 

  

(1) 〔略〕   

(2) 非住宅部分の床面

積の合計が300㎡以上

1,000㎡未満のもの 

1件 16,000円 

(3) 非住宅部分の床面

積の合計が1,000㎡以

上のもの 

1件 26,000円 

4 〔略〕 
 

1・2 〔略〕 

3 検査を受けようとする

建築物が非住宅部分（工

場その他のこれに類する

もので市長が定めるもの

の部分を除く。以下この

表において同じ。）を有

する場合 

  

(1) 〔略〕   

(2) 非住宅部分の床面

積の合計が300㎡以上

1,000㎡未満のもの 

1件 17,100円 

(3) 非住宅部分の床面

積の合計が1,000㎡以

上のもの 

1件 27,900円 

4 〔略〕 
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浜田市火入れに関する条例  

新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第13条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であって

も、強風注意報、乾燥注意報が発表され又は      火災警報が

発令されたときには、速やかに消火しなければならない。 

２ 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれが

あると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報が発表され又は 

       火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなけれ

ばならない。 

 

 

第13条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であっ

ても、強風注意報、乾燥注意報が発表され又は    林野火災注意報

及び火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければなら

ない。 

２ 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれ

があると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報が発表され

又は    林野火災注意報及び火災警報が発令されたときには、速や

かに消火しなければならない。 
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浜田市工場誘致条例（平成17年浜田市条例第209号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（定義） （定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1)・(2) 〔略〕 (1)・(2) 〔略〕 

(3) 工場等 物品の製造業（物品の加工、修理その他これらに類す

る事業を含む。以下同じ。）、情報サービス業等（租税特別措置

法施行令（昭和32年政令第43号）第6条の3第14項又は第28条の9

第15項に規定する情報サービス業等をいう。以下同じ。）、農林

水産物等販売業（過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業を

いう。以下同じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。以下同じ。）

等を行うため必要な施設をいう。 

(3) 工場等 物品の製造業（物品の加工、修理その他これらに類す

る事業を含む。以下同じ。）、情報サービス業等（租税特別措置

法施行令（昭和32年政令第43号）第6条の3第19項又は第28条の9

第20項に規定する情報サービス業等をいう。以下同じ。）、農林

水産物等販売業（過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業を

いう。以下同じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。以下同じ。）

等を行うため必要な施設をいう。 

(4)・(5) 〔略〕 (4)・(5) 〔略〕 

（奨励措置） （奨励措置） 

第5条 市長は、地方税法（昭和25年法律第226号）第6条第1項の規定

により、過疎地域内において次の各号に掲げる事業の用に供する設

備（過疎法第2条第2項の規定による公示の日（以下「公示日」とい

う。）から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等

を定める省令（令和3年総務省令第31号）第1条第1号イに定める期限

までの間に、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第12条第1項

の表の第1号又は同法第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受け

る設備であって、取得価額の合計額が当該各号に掲げる事業の区分

に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。）の取得等（過疎

法第23条に規定する取得等（資本金の額等（租税特別措置法施行令

第28条の9第10項に規定する資本金の額等をいう。以下同じ。）が

第5条 市長は、地方税法（昭和25年法律第226号）第6条第1項の規定

により、過疎地域内において次の各号に掲げる事業の用に供する設

備（過疎法第2条第2項の規定による公示の日（以下「公示日」とい

う。）から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等

を定める省令（令和3年総務省令第31号）第1条第1号イに定める期限

までの間に、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第12条第4項

の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受け

る設備であって、取得価額の合計額が当該各号に掲げる事業の区分

に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。）の取得等（過疎

法第23条に規定する取得等（資本金の額等（租税特別措置法施行令

第28条の9第10項に規定する資本金の額等をいう。以下同じ。）が



- 60 - 

現行 改正後（案） 

5,000万円を超える法人が行うものについては、新設又は増設に限

る。）をいう。）をした者について、その事業に係る機械及び装置

（物品の製造業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限

る。）若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地

（公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地の取得につ

いては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限

る。）に対する固定資産税の課税を免除することができる。 

5,000万円を超える法人が行うものについては、新設又は増設に限

る。）をいう。）をした者について、その事業に係る機械及び装置

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿  若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地

（公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地の取得につ

いては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限

る。）に対する固定資産税の課税を免除することができる。 

(1)・(2) 〔略〕 (1)・(2) 〔略〕 

2～4 〔略〕 2～4 〔略〕 
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道の駅「ゆうひパーク浜田」
整備運営事業 事業計画書（案）

浜田まちおこし共同企業体

1

令 和 7 年 1 2 月 1 1 日

産業建設委員会資料

産業経済部商工労働課
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■ゆうひパーク浜田 分析①

プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

外
部
環
境

【強み】 ～事業の資産～ 【弱み】 ～事業の“課題”～

【機会】 ～事業の“追い風”～ 【脅威】 ～事業の“逆風”～

►夕日を活かした景観（Ｐ29～Ｐ32）
▶国道9号沿いの好立地（Ｐ16）
▶ゆうひ公園との一体的活用（Ｐ24）
▶市街地から近い

▶施設の老朽化（Ｐ35）
▶集客・売上の長期低迷（Ｐ33～Ｐ34）
▶日中～夕方以降の集客
（Ｐ20～Ｐ24、Ｐ32）

▶観光需要の回復傾向（Ｐ22）
▶魅力的な広域観光・地域資源（Ｐ28）

（石見神楽・石州和紙・海の幸等）

▶車社会との親和性
▶防災機能としての役割（Ｐ27）

▶競合施設や他産地観光資源との競争
▶採用難（Ｐ20）
▶運営に係る各種費用の高騰
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■ゆうひパーク浜田 分析②

機会（Opportunity） 脅威（Threat）

強
み
（
S
tr
e
n
g
th
）

弱
み
（
W
e
a
k
n
e
s
s
）

SO戦略：積極的攻勢戦略 ST戦略：差別化と地域連携戦略

WO戦略：改善・強化戦略 WT戦略：リスク管理戦略

「唯一無二の“夕日”ゲートウェイの創造」
夕日のロケーションとゆうひ公園との
連携を強化し、イベントとコンテンツの
打ち出しを行い、単なる休憩所ではない
滞在価値を創出する。

「地域連携による強固な事業基盤の構築」
地場産品の振興や伝統文化との融合した、
ゆうひパーク浜田ならではの魅力を発信す
る。また、地域雇用の創出に貢献し、地域に
とって、不可欠な存在となる。

「地域住民のインフラ、日常使いの強化」
観光客以外に、9号線を利用する長距離
ドライバーやビジネスマンの立寄り強化。
また、地域住民が日常的に利用する目的
を創出する。

「徹底した収益管理の実行」
運営に必要なスタッフの確保、その他光熱費
変動リスクや物価変動リスクに対応できる
安定的な基盤を構築し、収支計画に基づいた
長期的な事業を推進する。
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ゆうひパーク浜田ならではの、『特色・魅力・強み』を活かし、
地元住民・地元事業者にとっては
『市民生活に必要な施設』 『地域活性化拠点』として、
そして市外からの観光客にとっては
『夕日が美しい施設』 『浜田市に行ったら必ず立ち寄る施設』
として再出発する。

■基本方針

ゆうひパーク浜田＝景観×文化×食×体験の融合型施設

目指す施設の姿

日々、利用者のニーズの把握に努め、改善点については逐次対応。
施設運営をアップデートしていくことで、より多くの市内外の方々
に利用していただける施設を目指す。



浜田の魅力を伝える 地域発信拠点 浜田市の特産品、食を全国に発信できる施設を目指します。

夕日が映えるロケーションを活かした市内外から多くの人が訪れる施設運営、浜田市内の
施設や飲食店、生産者との連携による、商品・コンテンツの充実、マーケットの創出

観光

• 石見地域の観光ゲートウェイ
として国道９号線を利用する
観光客を浜田市内に誘導する
地域の魅力発信拠点とします。

災害時の
避難場所

防災
浜田市内の
観光施設との

連携

観光
石見海浜公園

美又温泉

金城カントリークラブ
きんた農園ベリーネ

しまね海洋館アクアス

かなぎウエスタン
ライディングパーク

湯屋温泉

旭温泉

 休憩機能
 情報発信機能
 地域連携機能

ゆうひパーク浜田

はまだお魚市場

石州和紙会館

浜田市ふるさと体験村

ゆうひパーク三隅

コンセプトを具体化する戦略

6

■施設の役割①



■施設の役割②

浜田の魅力を伝える 地域発信拠点 浜田市の特産品、食を全国に発信できる施設を目指します。

夕日が映えるロケーションを活かした市内外から多くの人が訪れる施設運営、浜田市内の
施設や飲食店、生産者との連携による、商品・コンテンツの充実、マーケットの創出

• 直売所は直営とし、代表企業が指定管理で運営している山陰浜田港公設市場で
構築した仕入ルートを活かし、さらに石見地区の事業者を開拓して浜田市に貢
献する施設を整備します。

• 特産品だけでなく野菜の販売にも取組みます。

 地元農産品・加工食品の充実： 野菜・果物・郷土料理セットなど
 観光客向け：浜田市限定おみやげ (例)「赤天×チーズのコラボ商品」
 体験型販売：地元生産者が定期的に出店
 青空市場：地域住民にも喜ばれる朝市

直売所

• １階のフードコート（地元）、２階の東西２か所のレストランはテナントを誘致
して営業します。

• 1階フードコート内、２階東側レストランでは浜田市内の事業者とも連携し、海
の幸などを使った和食店、２階西側レストランでは、大手チェーン店等の誘致を
検討してまいります。

• 若者にも人気があるモスバーガーは、引き続きフードコード内で、営業を継続し
ていただく予定です。

• その他、マルシェや食イベント等を実施し、多くの市内事業と連携してまいりま
す。

飲食

コンセプトを具体化する戦略
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ゆうひ公園へ

１階コンビニは
㈱ローソンに
賃貸します。

１階フードコートの一
部には、邑南町のローカ
ルフードラボ㈱に地元食
材を使った料理提供をコ
ンセプトに出店を検討い
ただいております。

１階フードコートの一部には、ゆうひパー
ク浜田㈱が出店を検討中です。従業員の雇用
が確保されるよう努力します。

24時間

午前10時～午後8時30分
フォトスポット

8

■施設概要（1階～その①～）
休憩や軽食などの利用が多い道の駅であることから、コンビニ

を配置することにより、利用者の需要を取り込みます。
コンビニへの導線上には、ゆうひパークの魅力を伝えるポス

ターや看板などを活用し、訴求を強化します。

8

モスバーガーは継続での出店を
調整中です。



道の駅の重要な機能である
情報発信機能を活かすため、
案内所までの導線をしっか
り明示しながら情報提供す
るように努めます。

24時間

道路情報コーナーへ

キッズスペー
スを設け、
子育て世代に
優しい道の駅
とします。

9

■施設概要（1階～その②～）

夕日を見ながらくつろぐことができる
空間を構築します。
それ以外の時間帯も、人々が集う場所
として機能いたします。

浜田市および周辺の主要施設やスポッ
トの案内。また、浜田市の文化や名品、
石見神楽の歴史や見どころなど、すべて
の情報を集約し、発信を行います。



浜田市の魅力を凝縮した売り場づくりを行い、ワクワクする買い物体験を提供します。
・浜田から発信する、海の幸、山の幸、浜田の海産物だけでなく、浜田の農産物も取扱います。
・生産者や事業者の顔がわかりやすい、POPやポスターを掲出します。
・売り場は定期的に手を加え、いつきても新鮮なイメージを創出します。
・売り場の動線はゆったりした幅を確保し、高齢者やお体が不自由な方でも、買い物しやすい環境
を構築します。

・スタッフ教育を徹底し、気持ち良い接遇や清潔な売り場づくりを行います。

午前9時
～午後6時

10

■施設概要（1階～その③～）

見やすい什器配置 新鮮な浜田の食材 インパクトのある売り場 工夫を凝らした商品展開



施設内の案内には外国語表記も併設します。
子どもや高齢者、障がい者が安心して利用できるよう
床の段差解消や、エレベーターの案内板を増設します。 ２階の東側のレストランは地元テナントを基本に誘致して営業します。

• ファミリー層（子育て中の家庭）の集客
• 子育て世代だけでなく、孫を持つ高齢者を取り込める施設
• 子どもの心をつかむ、加えて、大人も安心できるメニュー開発

・海鮮丼：メニューを充実させ、新鮮魚介類を観光客にアピール
・のどぐろの一夜干し等：地元の加工会社より仕入れを行い、地域に貢献
・うどん：魚貝や玉ねぎ、人参などを混ぜて揚げた特大かき揚げを使用

テイクアウトコーナー、
および休憩コーナとし、
夕日を鑑賞しながら過
ごせる環境を構築しま
す。

午前10時～午後8時30分

11

■施設概要（２階～その①～）



２階の西側のレストランは、市民の多くの方が行きたいと思う場所の提供として、
地元企業にこだわらず幅広くチェーン展開している飲食店の誘致を目指します。

午前10時～午後8時30分

12

■施設概要（２階～その②～）



・主要導線上にインフォメーションの案内を設置
（A型看板・矢印サイン・POPなど）
※ 画像はイメージです

13

■施設回遊性について（1階）



２階飲食店への案内を設置（A型看板・ポスター・POP等）
※画像はイメージです

14

■施設回遊性について（２階）



市民及び道の駅利用者へのアンケート調査の結果で、「道の駅」ゆうひパーク浜田に期待する、または改
善してほしいこととして【24Ｈのコンビニ機能】が上位となっており、コンビニは必要と判断しました。
24Ｈ営業のコンビニが入り口側にあることで、公園利用者や夜間を含めた道路利用者の方への利便性向上
が見込まれますので、コンビニは入り口側に必要であると考えます。
※出店に際し、現在の場所がコンビニ側の出店要件となっていること、また①利便性の向上、②夜間の防
犯強化、③明るい施設のイメージ等のメリットも踏まえ、ベストな判断だと考えております。

15

■コンビニ誘致に関する説明
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成功の鍵は相反する２つの顧客ニーズを同時に満たすこと

► 利用者：観光客、家族連れ、地元の買い物客
► 来店動機：デスティネーション(目的地)としての体験
► 求めるニーズ：
・浜田の「地域性」「非日常性」
・産直売り場での買い物、レストランでの食事
・美しい景観

► 行動特性:滞在時間が長く、施設内を回遊する

► 利用者：長距離ドライバー、営業、配送担当者
(国道９号線の主要な日常的利用者)

► 来店動機：ピットストップ(通過点)としての利用
► 求めるニーズ:
・速度(短時間での用事)
・予測可能性(いつもの商品がある安心感)
・インフラ機能（ATM、飲料、日用品）

► 行動特性:滞在時間が極めて短く、目的成後すぐに本線へ戻る

2つの顧客層のニーズは「時間をかけて楽しみたい」と「時間をかけずに利用したい」
という相反するものだが、この両者を取り込むことが事業の成功への必須条件。

（デュアル・アンカー戦略）

１.道の駅『ゆうひバーク浜田』の収益を最大化するには、性質の全く異なる2つの顧客層それぞれの要求に
同時に応える戦略的設計が不可欠です。

産直売り場
お土産・地元食材

コンビニ
ATM・飲食品・日用品・支払い
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「コンビニ手前」配置が生み出す「シャワー効果」が施設全体の収益を最大化

２.
コンビニを「機能的アンカー」として入口に
配置することで、これまで取り込めなかっ
た顧客層（通過型機能顧客）を産直売り場
へと誘導し、「ついで買い」を誘発。
シャワー効果により施設全体の売上向上
を実現します。

３.
ATM、行政機能、郵便機能、決済機能等
「生活必需」のインフラを施設の最もアク
セス性の高い場所＝「手前（入口）」に配置
することが、公共施設としての設計思想
の鉄則です。
コンビニを手前に置くことは、単なる商業
的目的ではなく、浜田市民の生活の利便
性を向上させる行政的な責務を果たす目
的も含まれます。
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戦略的レイアウトが導く、収益と市民サービス双方の最大化

「産直売り場」は、道の駅にとっても最大の魅力ですが、施設全体の集客を考えた場合、産直売り場
を「単独の主役」にするのではなく、集客装置＝コンビニと戦略的に連携させ、施設全体で「稼ぐ」仕
組みを構築する戦略が最適と判断しました。

「コンビニ手前」配置は、産直売り場の売上を最大化し、かつ浜田市民の生活利便性をも向上させる、
地域経済と市民生活の両方に貢献する最良の計画。

通過型顧客の獲得

産直の「ついで買い」

市民のインフラ利用

◎獲得可能（入口が機能的）

◎獲得可能（産直が目的地
のため奥でも来訪）

◎最大化（コンビニ客をシャ
ワー効果で誘導）

◎利便性 良
（アクセス容易）

×機会損失（「自分のための
施設ではない」と判断）

◎獲得可能
（産直が目的地）

△限定的
（通過型顧客を失うため）

×利便性 難
（手短に済ませたい…）

全ての顧客層を獲得し、
売上を最大化

一部の顧客を失い、
市民サービスも低下

総合評価

コンビニ手前/産直奥評価項目 産直手前/コンビニ奥

目的型顧客の獲得



• 業務に従事する職員は、テナントを含め、原則浜田市在住者を優先して採用し、市の雇用創出に貢献します。
• 地元雇用は、緊急事態発生時などの対応においても大きな影響を及ぼします。当グループは地域に根ざした
管理をモットーとし、常に迅速な対応を心がけてきたことで、地元雇用の重要性を深く理解しております。

• 地元を優先した雇用を通じて安定した業務体制の構築に努めてまいります。

• ゆうひパーク浜田㈱様とは、現在、引き続きテナントとして残っていただくかどうかについて協議を進めて
おります。

• テナントとして継続される場合には、従業員の方についても継続雇用となると考えております。
• 一方で、撤退される場合であっても、新店舗への就業を希望される従業員の方には、ゆうひパーク浜田㈱様
を通じて、就職のご案内をさせていただく予定です。

地元居住者の雇用創出

既存事業者従業員の継続雇用
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■地域活性化への取組（雇用）

■地域貢献について
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■地域活性化への取組（地元事業者との連携）

・直売所で取り扱う商材は、地元特産品やお土産を中心に
取り揃え、この場所だけで浜田市ならではの商材を一堂
に堪能できる売り場づくりを行います。

・マルシェや朝市などを開催し、直売所取引業者や飲食店
以外の事業者や個人事業主の方にも、活用の機会を創出
します。

・修繕業務の実施に際しては再委託を原則とし、市内業者
（浜田市内に本店・支店・営業所を有する業者）を最大
限に活用するよう努めます。

地元企業の活用

■地域貢献について

地元事業者とゆうひパーク浜田との連携を強化！
※本事業にともない、建設業、飲食業、製造業等、市内２０社以上の事業者より関心表明書をいただいております
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【浜田市の認知拡大・満足度の向上】

①ゆうひパーク浜田から、地域の特産品や観光スポットを発信することで浜田市全体の認知拡大を行うと
ともに、地元の食材や特産品を紹介することで、浜田市のストーリーやバックボーンを知っていただく。
結果として、「浜田市に行ってみたい」というニーズを醸成し、浜田市全体の経済の活性化に寄与する。

②浜田市の魅力的なスポットや観光ルートに『ゆうひパーク浜田』を必須ルートとすることで、市内滞在時間
や回遊性を向上させ、浜田市全体の満足度の向上に貢献する。

③地元住民や事業者が主体となった、イベントやワークショップを開催。
体験型や参加型の取組を強化することで『浜田市のブランドステーション』
としての機能を担う。また、その中で地元の人々の交流機会を創出し、地元
の人々や事業者の参画意欲向上やイノベーションのきっかけ作りを行う。
→浜田市・地域住民にとって、本施設が“地域資産”として感じられる
よう価値を高める。

■地域活性化への取組（ブランディング・観光）

■地域貢献について

BRAND STATION
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【石見神楽発祥の地としてのPR活動】

『石見神楽発祥の地』である浜田市を全面的に訴求します。
インフォメーション横に石見神楽のコーナーを設け、石見神楽の歴史や
魅力を紹介します。
その他に、周辺で行われる神楽イベントの情報などをポスターやチラシ
で訴求します。

■地域活性化への取組（文化・創作活動への貢献※インフォメーションの活用）

■地域貢献について

【創作や制作品の発表】

夕暮れの写真、石見神楽の写真、また絵画など、個人で創作活動をして
いる方々にインフォメーションの一画を貸出し、発表の場とすることで、
地元の事業者だけでなく、地元で創作活動をしている方々にも、貢献を
してまいります。
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【地域の子育て拠点としての取組】

ゆうひ公園との一体的な活用により、子育て中の大人（特に若い
母親層）に対し『生活の中のサードプレイス』として認知を図り、
日常的に利用していただく拠点構築を行ってまいります。

＜想定される利用方法＞
・ゆうひ公園で遊んだ後は、ゆうひパーク浜田のレストランで食事
・コンビニでおにぎり等を買って、ゆうひ公園でピクニック

【教育機関との連携】

①地元大学との連携を推進し、若い世代にも、ゆうひパーク浜田を通して地域の
活性化に取りんでいただけるスキーム作りを目指します。
＜例＞
島根県立大学では演習科目で「地域共生演習」があり、フィールドワークを取り
入れ、地域課題について専門的に研究する取り組みが行われております。

■地域活性化への取組（子育て・教育）

■地域貢献について

子どもたちは、生き生きとした地域づくり及び、未来の浜田市にとって貴重な存在です。ゆうひパーク浜田
は、子どもたちやその親にとって、コミュニティー形成や体験の場として地域に根差してまいります。

※島根県立大学ホームページより抜粋



弊社は自社でＥＣサイトを運営しており、運営管理を行っている観光拠点の特産品を販売しております。
運営開始後は、直売所で地元商品を展開するだけでなく、ＥＣサイトに浜田市の特産品を掲載し、地元の
事業者の売上に貢献するとともに、認知拡大に寄与します。
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■地域活性化への取組（地域経済への貢献①）

■地域貢献について

※施設運営会社が運営する自社ＥＣサイト『どこでも商店街 YORIDORI』



施設運営会社の関連イベントや事業にて浜田市のPRを行い、地元事業者に貢献するとともに、観光客増加に寄与
することで地域の活性化に貢献してまいります。
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■地域活性化への取組（地域経済への貢献②）

■地域貢献について

浜田市の食文化の啓蒙活動 全国的なイベントで浜田市の食材を紹介 各種媒体の活用
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■防災機能としての役割

災害時には周辺住民や道路利用者の避難場所、また緊急車両の拠点としての機能を果たします。

①災害発生時に、旅行者・地域住民が一時的に避難できるスペースを提供

②施設駐車場にて車中避難の受け入れ

③道路情報、災害情報、気象情報などの提供

④施設スタッフによる周辺地域情報の提供

⑤救援物資の集積・配送拠点として活用

⑥自衛隊・消防・警察などの応急対応部隊の拠点として利用

⑦トイレの提供

⑧地域のハブとして復旧・復興情報を提供
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■実施イベント
＜文化イベント＞

＜食イベント＞ ＜物販イベント＞

＜体験・参加イベント＞

石見神楽

朝市マルシェ フリーマーケットお魚市場コラボ企画

ワークショップ 防災イベント 夕暮れ写真教室

石州和紙のワークショップ等、
地元の文化と連動した企画を
開催。

浜田市観光協会と連携して、
石見神楽を活かしたイベント
を定期的に開催。

市民の防災意識を高める
イベントを開催。

カメラマンによる写真の
撮り方教室を開催。夕日
の発信人口の増加を狙う。

お魚市場と連携し、新鮮な魚
を使った食イベントを開催。
漁業の活性化とPRを行う。

地元事業者に協力いただき、
マルシェを開催。浜田市の
食文化を発信する。

地元の方々に協力いただき、
朝市を開催。道の駅ならでは
の新鮮な野菜を提供。

※こちらに記載しているイベント案は一例となります

フリーマーケットを開催し、
地元の方々の交流機会を創出。
SDGｓにも貢献していく。

お花見イベント

ゆうひ公園と連携した
お花見イベントを開催。
地域住民との交流を促進。



■具体的な取組（夕日を活かした集客①）

サンセットエコノミーの構築と展開
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【サンセットエコノミーとは？】

夕日鑑賞を単なる『鑑賞行動』から『経済行動』に転換するコンセプト。

つまり、夕日を見るだけの体験ではなく、

「夕日を見る＝何か買いたくなる・体験したくなる・シェアしたくなる」

状態を作り出します。

夕日が沈む前後の時間帯を『トキ消費＝限定的で、特別な消費タイム』

とし、様々な施策を実施いたします。



■具体的な取組（夕日を活かした集客②）

年間を通じて、定期的に神楽イベントを開催。
季節によっては、夕日をバックにした『夕日神楽』を実施し、ゆうひパークならではの集客イベントとします。
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【夕日神楽の開催】



１階インフォメーション前や２階展望スペースはテーブルと椅子を設置し、テイクアウトコーナー兼休憩ス
ペースとして施設利用者に開放いたします。
『夕日をバックに、くつろぐことができる』特別な空間とすることで、SNSによる拡散効果にも期待ができます。

31

■具体的な取組（夕日を活かした集客③）

【夕日を見ながらくつろげる空間の提供】

SNSの拡散により認知拡大と観光目的を強化



夕日が綺麗な時期に、市民向けに夕日を楽しむ企画を実施します。
（七夕イベント、サンセットフェスタなど）
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■具体的な取組（夕日を活かした集客④）

【夕日の時間帯を活かしたイベントの実施】

露出イメージ



【事業収支計画】

＜１年目＞
令和８年度

＜２年目＞
令和９年度

＜５年目＞
令和１２年度

＜１０年目＞
令和１７年度

＜１５年目＞
令和２２年度

売上高 50,954 101,907 101,907 105,859 109,811

売上総利益 23,276 46,552 46,552 47,736 48,920

販売管理費 19,045 38,089 38,089 38,545 39,000

営業利益 4,232 8,463 8,463 9,192 9,920

• コンビニ、フードコート、レストランの賃料は、浜田市の相場を勘案した固定家賃として考えており
ます。ただし、入居者によっては、歩合家賃を希望される場合も想定していますので、柔軟な対応を
心掛けてまいります。

• 修繕費用は、修繕が必要となるか不明な点が多いため、３，０００，０００円/年にて設定しています。
• 事業期間内の外壁塗装や照明の切り替え、空調機器は都度、修繕での対応を徹底し、快適な施設環境
を維持します。

※ 個々のテナントの売上は含まれていません。 単位：千円
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■収支計画・集客目標



期間 レジ通過者の合計

１年目～５年目
（令和８年度～令和１２年度）

４９０，０００人 ／年

６年目～１０年目
（令和１３年度～令和１７年度）

５１４，５００人 ／年

１１年目～１５年目
（令和１８年度～令和２２年度）

５３９，０００人 ／年

• 募集要項に示されている前面道路交通量より、立寄り率１０％、乗車人数１.３人とし、各店舗のレジ
通過率を乗じた人数合計値です。

• コンビニについては、聞き取り記入しています。なお、集客については、公園利用者や夜間の道路利用
者を想定しており、SNSによる夕日のアピールや情報発信、イベントの実施により、施設内への来客増
加を目指します。

• ５年毎に５％集客を増やす目標としています。
• マルシェや季節毎の各種イベントを開催するなど、まずは市民に来ていただけるような集客を図ること
で、各テナントの来客増にも貢献します。
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【集客目標】

■収支計画・集客目標



期間 浜田市へ納付する金額

１年目
（令和８年度）

１００，０００円／年

２年目以降
（令和９年度～令和２２年度）

１，０００，０００円／年

・リニューアル工事では老朽化したエレベーター
など設備等を含め、約１７，７７６，０００円（エレ
ベーター部品交換、什器・備品、インフォメーション
移設等）の修繕費を予定。

・施設は築３０年以上が経過しており、計画しておりま
す年間３，０００，０００円よりも多額の費用が発生
する可能性を見込んでおく必要あり。

・空調設備については前回の整備から約２０年が経過。
今後、全面改修を行う必要があると思われる。その場
合、約１億円以上の修繕費が必要。
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■浜田市への還元について

修繕費用が収益を圧迫する可能性もありますが、
浜田市への納付金については、定額で必ず納付
させていただきます。
また、これまでの道の駅を越えた『価値』と
『機能』を提供してまります。

③市内の情報や地域のために活動している方々に
とっての情報発信基地として、イベント実施や
PR活動の場所を積極的に提供してまいります。

①直売所、テナントの仕入れでは浜田市の事業者を
積極的に活用。また、施設の修繕についても、積
極的に市内業者への発注し、地元と業者の事業拡
大に貢献してまいります。

＜納付金以外の市への還元＞

②弊社制作する会社案内、広報物に本施設の情報を
掲載し、県外からの誘客に努め、観光ニーズによ
る市内消費活動の活性化に努めます。



施設を清潔に保ち、お客様に最良のサービスをお届けします。運営方針

代表企業

観光事業部長 駅長

テナント
(不動産賃貸)

㈱ローソン
と商談中

ローカルフードラボ㈱と商談中
(一部)

１階
コンビニ

副駅長 直売所担当者 直売所担当者

直売所責任者 技術職従業員 パート従業員

２名

日常清掃員

パート従業員

２名

構成企業

環境事業部営業課長

ゆうひパーク浜田 常駐代表企業 従業員

テナント
(不動産賃貸)

テナント
(不動産賃貸)

テナント
(不動産賃貸)

２階
西側レストラン

２階
東側レストラン

１階
フードコート

職員
７名体制

業務責任者

今田 康和

業務主任

川上 真衣

定期清掃連絡窓口

河原 靖明
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■組織図（事業実施体系図）



取り組み項目
立上げ期間(令和８年)

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

既存事業者の営業期間 1 31

情報発信コーナーの移設 1 10 ★

直売所備品入替工事 16 20 ★ ★

ｺﾝﾋﾞﾆ内装工事(ﾃﾅﾝﾄ) 1 20 ★ ★

１階ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内装工事(ﾃﾅﾝﾄ) 16 31 ★

２階西側ﾚｽﾄﾗﾝ内装工事(ﾃﾅﾝﾄ) 16 31 ★

２階東側ﾚｽﾄﾗﾝ内装工事(ﾃﾅﾝﾄ) 16 31 ★

道の駅ゆうひパーク浜田開業 6

★：（８月５日まで）商品搬入・オープン準備

開業日：令和８年８月６日 ※ プロポーザル提案時の予定となっております

37

■整備スケジュール
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ゆうひパーク浜田㈱について（沿革 H4～R7） 

 

1 会社概要 

企業名 ゆうひパーク浜田株式会社 

代表者 代表取締役 木戸 淳 

所在地 浜田市原井町 1203 番地 1 

建物面積 2568.71 ㎡（うち 225.03 ㎡は(一社)中国建設弘済会が区分所有） 

設立日 平成 4年 11 月 2日（施設オープン平成 6年 7月 12 日） 

事業内容 

道路情報・観光情報の提供、駐車場及び公園の管理運営、各種催

事の企画･開催･運営、観光物産品及び海産物･農産物･林産物並び

にその加工品の販売、飲食店の経営、不動産の管理等 

（1）建設省施工の自動車専用道路における道路サービスエリア内施設を第 3セク

ターで建設運営することは全国初であり、自治体の出資比率が少ない民間主

導型の第 3セクターであった。 

（2）全国でも少ない「民設民営の道の駅」として運営。敷地は国有地。 

 【参考】（平成 25 年 9 月国交省発表） 

  ○道の駅設置者 

   自治体（市町村・都道府県） 991 箇所（98.7％） 

   第 3 セクター・公益法人    13 箇所（ 1.3％） 

  ○管理・運営者 

   自治体            158 箇所（15.7％） 

   第 3 セクター            312 箇所（31.1％） 

   財団法人等への委託          89 箇所（ 8.9％） 

   指定管理者等            445 箇所（44.3％） 

（3）障害者のモデル雇用施設で、施設全体がバリアフリーとなっている。 

 

2 沿革   

 平成 4年 11 月 設立 

（1）昭和 63 年、国民金融公庫の支援を得て、異業種交流会（国金浜田情報交流

会）が発足し、地域の中小企業の将来について調査研究、新事業の起業を

模索し、平成 2年「ゆうひパーク計画」を発表。 

（2）異業種交流会（国金浜田情報交流会）は、建設省（道の駅事業）、労働省（重

度障害者多数雇用施設助成）の支援を受け、浜田市、島根県が出資する「第

3セクター」での事業化の方針を示した。（金融機関からの借入れも合わせて

事業費は約 12 億円） 

（3）異業種交流会（国金浜田情報交流会）のメンバーにより、平成 4年 6月 19 日

に石央振興（株）が創立され、これを筆頭株主にゆうひパーク浜田(株)が平

成 4年 11 月 2 日に設立された。 

 

参考資料 
令和 7 年 12 月 11 日 

産業建設委員会資料 

産業経済部商工労働課 
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（4）株主構成及び出資の経過（H4.11～H14.3）      （単位：千円） 

  H4.11.2 H6.2.1 H11.3.10 H14.3.19 合計 出資割合 

石央振興㈱ 27,500  2,000  15,000  14,000  58,500  69.6% 

㈱山陰合同銀行 2,500  200      2,700  3.2% 

島根県 10,000        10,000  11.9% 

浜田市 10,000        

11,800 14.0% 

金城町   500      

三隅町   500      

旭町   500      

弥栄村   300      

江津市   1,000      1,000  1.2% 

合 計 50,000  5,000  15,000  14,000  84,000  100.0% 

 

平成 6年 7月 施設オープン 

  

 平成 17 年 11 月 民事再生申請（平成 17 年 12 月 取り下げ） 

一部の取締役により、民事再生申請がなされるものの、他の取締役から反発を

受け、民事再生申請をした取締役は解任、新役員により申請は取り下げとなった。

（民事再生取り下げ許可 平成 17 年 12 月 15 日） 

    このことにより、経営不振が表面化される。 

 

平成 19 年 6 月～11 月 減資・増資、2億円の無利子融資、リニューアルオープン 

（1）平成 19 年 6 月議会で事業再生計画に基づく市の支援策（減資後の増資と 2

億円の無利子融資）が承認され、金融機関の債権放棄、㈱チャームランド

リーのリファイナンスを確認した上で、90％の減資を行った。資本金

84,000 千円→8,400 千円（浜田市の出資金は、11,800 千円→1,180 千円と

なった。） 

（2）90％の減資後、㈱チャームランドリーを筆頭に増資が実行された。 

浜田市は、1,180 千円→8,400 千円の 7,220 千円の増資 

（3）減資・増資の経過（H19.11～H30.2）          （単位：千円）  

  
出資額 (異動前) 90％減資→増資 出資額（異動後） 

出資額 出資割合 減資額 増資額 出資額 出資割合 

石央振興㈱ 58,500  69.7%  △ 52,650   ※0  0.0%  

㈱山陰合同銀行 2,700  3.2%  △ 2,430   270  0.5%  

島根県 10,000  11.9%  △ 9,000   1,000  1.7%  

浜田市 11,800  14.0%  △ 10,620 7,220 8,400  14.0%  

江津市 1,000  1.2%  △ 900   100  0.2%  

㈱チャームランドリー       32,380 38,230  63.8%  

石見食品㈱       2,000 2,000  3.3%  
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㈲中村水産       2,000 2,000  3.3%  

㈱石田弥太郎商店       2,000 2,000  3.3%  

㈱吉寅商店       2,000 2,000  3.3%  

浜田港運㈱       2,000 2,000  3.3%  

㈱ほんき村       2,000 2,000  3.3%  

合 計 84,000  100.0  △ 75,600 51,600 60,000  100.0%  

※ 減資後の石央振興㈱の全株式 585 株は㈱チャームランドリーへ譲渡 

（4）2億円の無利子融資（5年間）を実行（H19.11.30） 

（5）リニューアルオープン 

外壁・照明・各種設備工事、フードコート・物販部門改修 

 

 平成 20 年 3 月 災害時における地域住民の避難所指定に関する覚書締結 

   市とゆうひパーク浜田㈱と国土交通省浜田河川国道事務所による 3者締結。 

 

平成 24 年 11 月 2 億融資の変更契約 

平成 22～23 年度に返済が行われ、平成 24 年度に残額を一括返済する予定だっ

たが、繰り延べし、平成 24 年度 9月議会で歳入を減額補正、議会の承認を得たと

ころで、平成 24 年 11 月 27 日に変更契約を締結した。 

※ 連帯保証人の脱退 

 当初契約では、個人 2名の連帯保証人を付けていたが、平成 24 年 11 月 27 日

の変更契約時にはずしている。 

  

           

 

 

  

 

平成 27 年 1 月 全国 35 か所の重点道の駅に指定 

ゆうひパーク浜田が平成 27 年 1 月 30 日に国土交通大臣により、全国 35 か所

の重点道の駅に指定された。（H26:35 箇所、H27:38 箇所、H30:15 か所、R1:15 箇

所） 

 

平成 30 年 2 月 7 日 浜田河川国道事務所 浜崎所長に市長要望（占用料減免） 

 

平成 30 年 2 月 ゆうひパーク浜田㈱の減資 

（1）平成 30 年 2 月 9 日に臨時株主総会が開催 

①筆頭株主である㈱チャームランドリー持分の株式の 50％（3,823 株の内、3,000

株）をゆうひパーク浜田㈱に売却（価格 0円） 

②この 3,000 株式を消却することで、資本金を 6,000 万円から 3,000 万円に減資 

③その結果、㈱チャームランドリーの持株比率は 27.4％の第 2 株主となり、浜

当初（H19.11）連帯保証人 変更後（H24.11）連帯保証人 

①㈱チャームランドリー     

②高橋 正鉱 

③木戸 淳 

①㈱チャームランドリー 
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田市は、増資等を行うことなく、持株比率 28％で筆頭株主となる 

株式変更 H30.3.31（登記 H30.4.24） 

   
出資額 (異動前) 減資 出資額（異動後） 

出資額 出資割合 減資額 出資額 出資割合 

㈱チャームランドリー 38,230 63.7% △ 30,000  8,230 27.4% 

浜田市 8,400 14.0%   8,400 28.0% 

島根県 1,000 1.7%   1,000 3.3% 

江津市 100 0.2%   100 0.3% 

㈱山陰合同銀行 270 0.5%   270 0.9% 

石見食品㈱ 2,000 3.3%   2,000 6.7% 

㈲中村水産 2,000 3.3%   2,000 6.7% 

㈱石田弥太郎商店 2,000 3.3%   2,000 6.7% 

㈱吉寅商店 2,000 3.3%   2,000 6.7% 

浜田港運㈱ 2,000 3.3%   2,000 6.7% 

㈱ほんき村 2,000 3.3%   2,000 6.7% 

合  計 60,000 100.0% △ 30,000 30,000 100.0% 

 

 平成 30 年 2 月 14 日 陳情（市長、議長） H30 年 3 月議会 採択 

①ゆうひパーク浜田㈱が、国土交通省に支払っている敷地の「占用料」減免 

②観光協会、定住部署など浜田市の関連施設の一部誘致 

③一般社団法人中国建設弘済会の所有物件の売買交渉 

 

平成 30 年 7 月 12 日  浜田河川国道事務所長に市長要望 

 平成 30 年 10 月 17 日 国土交通省中国地方整備局道路部長に市長要望 

  ①占用料減免のお願い 

  ②中国建設弘済会の区分所有物件の取得に対する協力依頼 

 

 令和元年 6月 役員会にて市職員の取締役就任の要請 

   地方自治法において、「資本金等を二分の一以上出資している法人」に制限さ

れていることや、「浜田市地方公社等に関する指針」においても、原則的に就任し

ないことと定めており、ゆうひパーク浜田㈱への取締役には就任できない旨を副

市長から回答した。 

 

 令和元年 8月 ゆうひパーク浜田への財政支援に関する協議 

  ゆうひパーク浜田㈱より財政支援の要望があり、「今後の支援」についての意見

交換を行った。 

  ①毎年、約 5,900 万円を返済するため、今期も金融機関から 5,000 万円程度の資

金調達をする必要がある。筆頭株主として、今後、財政支援の考えはあるか？ 

  ⇒財政的支援については、3セク指針の範囲内で対応することになる。「ゆうひ

パーク浜田は関与度 C」であり、出資、増資、貸付はありえる。しかしなが
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ら、2 億円を融資した際には再生支援協議会による事業再生計画の策定があ

って、それを根拠に無利子融資をしている。もし、更なる財政的支援をする

ならば、そういった再生計画等が必要であるが、市への返済が 6,000 万円残

っている中で、非常にハードルが高い。 

 ②事業再生計画の策定は、第 3者に策定してもらうべきか？ 

  ⇒そうなると思う。独自の計画では、都合の良い計画となってしまう。 

 ③市の融資の返済期限を延長することはできないか？ 

⇒できない。当初 5年の返済を 15 年に延長した経緯もある。また、市と島根県

の取り決めもあり、返済を延ばした場合、県への返済を市が立替えることに

なり、財政的にも不可能であるし、市民に納得してもらえない。今日は話を

しているのは、現状の指針等の範囲の話である。市が新たな方針を打ち出せ

ばまた変わることもある。今日は、話を聞くだけ。ただ、市への返済が 6,000

万円残っている中で、非常にハードルが高いと思う。 

 ④観光協会にテナントに入ってもらうことは可能か？ 

  ⇒観光協会も、ゆうひパーク浜田と同じ状況で財政的に厳しいことを理解して

ほしい。テナント料の問題もあり、簡単な話ではない。ゆうひパーク浜田に、

観光客はたくさん来て、市の観光振興になって、経済効果があって、そして、

ゆうひパーク浜田が儲かるというストーリーが必要で、それが無いと行政支

援も難しい。 
 

 令和元年 8月 ゆうひパーク浜田㈱が経営改善計画書を作成 

   社長が独自に作成され、市及び金融機関へ提出された。 

 

 令和 2年 4月 新型コロナウイルス感染症に伴う時短営業・臨時休業 

   4/13～4/23 レストラン、土産販売店、フードコート時短営業 

   4/24～5/7 レストラン、土産販売店、フードコート臨時休業 

 

 令和 3年 2月 経営改善資金貸付金の償還猶予の要請 

㈱商工組合中央金庫松江支店より、ゆうひパーク浜田㈱がコロナの影響によっ

て経営が悪化しており、金融機関等への返済を減らさないと根本的な解決ができ

ない。市が貸付している経営改善資金の返済猶予ができないかと相談。 

⇒令和元年度に作成した「第三セクター等の経営健全化の推進等について」に

基づき、財政的関与をすることができる。債権者全体で支援するということ

であれば、市としての支援の検討はできると回答。 

島根県中小企業再生支援協議会を交え協議していくことになった。 

 

 令和 3年 4月 ゆうひパーク浜田㈱関係者会議（バンクミーティング） 

   島根県中小企業再生支援協議会とともに、新型コロナウイルス感染症特例リス

ケジュール計画案（業績及び資金繰り計画）及び事業継続アクションプランを作

成された。これに基づき、令和 3年 4月 21 日から令和 3年 10 月末までの元金返

済猶予を債権者である 5行（商工中金、政策公庫、山陰合銀、島根銀行、日本海
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信金）に依頼し、了承された。 

 

 令和 3年 4月 オリゾンテ廃店 

   事業継続アクションプランにより、オリゾンテを廃店した。また、オリゾンテ

及び五地想ピット（モスバーガーと観光案内所の間）をリーシング物件として入

居先を模索する。 

 

 令和 3年 9月 経営改善資金貸付金の償還猶予の要請 

   9 月 15 日付けで、金融機関 5 行及び浜田市に対し、令和 3 年 11 月から令和 4

年 7月末までの元金返済猶予を依頼された。債権者である 5行（商工中金、政策

公庫、山陰合銀、島根銀行、日本海信金）及び浜田市が了承する。浜田市の経営

改善資金は、令和 3年 11 月 29 日から令和 4年 8月 29 日に償還日を変更した。 

 

 令和 4年 1月 まん延防止等重点措置に伴う休業 

   まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業要請に伴い、令和 4年 2月 1日から

2月 20 日まで会津屋八右衛門を休業した。 

 

 令和 4年 4月 15 日 ゆうひパーク浜田からの要望（市長、議長） 

以下 3点について浜田市へ要望された。 

①令和 4 年 7 月末までの借入金返済猶予期限について、状況によっては期限

延長をお願いいたします。 
 
②設立当時から民設民営での運営を行ってきたものの、現状では大幅な収益

確保の見通しが立てにくく、浜田市が当該建物を購入し全国的な道の駅の

運営手法である「公設民営」の道の駅への移行を是非とも検討いただくよ

うお願いいたします。（第 3セクター指針における上下分離方式） 
 
③雇用継続や浜田市内の取引先への影響を鑑み、当面の間、弊社に施設運営

を継続させていただきますようお願いいたします。 

 

令和 4年 5月 9日 「道の駅」登録・案内要綱の当面の運用方針の一部変更 

平成 29 年度より愛媛県今治市の「道の駅」においての検証を踏まえ、国家戦略

特別区域において民間事業者が設置となる運用方針が廃止され、今後は特区に限

定せず、「道の駅」の設置者となる市町村に代わり得る公的な団体に、市町村の公

的関与を条件に民間事業者を加えることとなった。 

 

 ○「道の駅」登録・案内要綱の当面の運用方針新旧対照表 

旧（平成 30 年 11 月 19 日） 新（令和 4年 5月 9日） 

＜設置者＞ 

10．市町村に代わり得る公的な団体とは以

下の各号のいずれかに該当するものと

する。 

＜設置者＞ 

10．市町村に代わり得る公的な団体とは以

下の各号のいずれかに該当するものと

する。 
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イ．都道府県 

ロ．地方公共団体が三分の一以上を出資す

る法人 

ハ．地域を代表して「道の駅」を設置する

にふさわしいとして市町村が推薦す

る公益法人 

イ．都道府県 

ロ．地方公共団体が三分の一以上を出資す

る法人 

ハ．地域を代表して「道の駅」を設置する

にふさわしいとして市町村が推薦す

る公益法人 

ニ．市町村から土地・建物の貸与を受け、

市町村と管理運営についての協定を

締結する法人    ※一部記載を

省略 

 

 

令和 4年 5月 30 日 議会全員協議会で「公設民営化」の調査・検討を表明 

「道の駅」ゆうひパーク浜田は、市の重要な観光拠点であり、高規格道路であ

る山陰自動車道のサービス施設内にあること、石見地域の観光ゲートウェイとし

ての利用や広域的な防災拠点としての活用も期待できる施設であることから、公

設民営化の調査・研究をすることを表明する。ついては、不動産鑑定に関する補

正予算を上程した。 

 

令和 4年 5月以降 施設取得に向けた関係機関協議 

 ・島根県市町村課（施設取得の際の過疎債対象の可否） 

 ・浜田河川国道事務所（設置者の考え方、浄化槽修繕のスケジュール、底地） 

 ・（一社）中国建設弘済会（弘済会所有部分の買取交渉、常駐スタッフの処遇） 

 ・本多不動産鑑定士事務所（不動産鑑定評価を依頼） 

 

令和 4年 6月 ゆうひパーク浜田㈱関係者会議（バンクミーティング） 

   島根県中小企業活性化協議会とともに、収益力改善計画を作成された。これに

基づき、令和 4年 8月 1日から令和 5年 7月末までの元金返済猶予を債権者であ

る 6行（商工中金、政策公庫、保証協会、山陰合銀、島根銀行、日本海信金）及

び浜田市に依頼された。⇒令和 4年 7月 5日付債権者からの同意が確認され、収

益力改善計画が成立した旨の連絡あり。 

 

令和 4年 7月 経営改善資金貸付金の償還猶予 

浜田市の経営改善資金について、令和 4年 8月支払分（15,384,615 円）及び令

和 4年 11 月支払分（15,384,615 円）を令和 5年 8月 29 日支払いに変更した。ま

た、延納利息として 702,844 円の支払いを命じた。 

 

令和 4年 8月～ 不動産鑑定評価額に基づく売買価格の検討 

浜田市及びゆうひパーク浜田㈱それぞれが依頼した鑑定評価書に基づき、売買

価格について調整を進める。 
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 浜田市 

【本多不動産鑑定士事務所】 

ゆうひパーク浜田㈱ 

【広島合同鑑定㈱】 

鑑定手法 
原価法 原価法＋収益還元法（DCF

法） 

原価法 

A）再調達原価 1,188,000 千円 

B）減価額  1,024,704 千円 

C）積算価格  163,000 千円 

A）再調達原価 1,075,000 千円 

B）減価額  699,928,960 円 

C）建物積算価額 375,000 千円 

D）土地積算価額 7,000 千円 

E）積算価格  382,000 千円 

収益還元法 - 収益価額  269,000 千円 

鑑定額 163,000 千円 359,000 千円 

 

令和4年 9月 議会に公設民営化方針及びゆうひパーク浜田㈱経営健全化方針報告 

  ○「道の駅」ゆうひパーク浜田の方針 

（1）この度の国の制度変更（「道の駅」登録・案内要綱の当面の運用方針）を

受け、当市でも民間事業者の自由な発想で運営できる「道の駅」を目指す。 

（2）そのため、これまでの「指定管理者制度」ではなく、「民間事業者に対す

る財産貸付制度」による運営を取り入れる。 

（3）ただし、休業などの空白を置かずに「財産貸付制度」を取り入れるために

は、現設置者である「ゆうひパーク浜田㈱」に 2～3年の間、運営させる。 
 

  ○経営健全化方針 

    長年の間、減価償却を定期的に実施していなかったため、資産が過大に計上

されている懸念があったが、今年度に入って市が実施した不動産鑑定評価にお

ける評価額で換算すると実質的な債務超過状態であることが明らかになった。 

    民設民営で法人が施設を所有している現状においては、固定資産税や国へ 

   の土地占用料等の費用が発生し、それらが収支を悪化させる要因となってい

た。したがって、施設を市が買取り、法人は管理・運営だけを行う「上下分離

方式」を採用することで、これらの経費が不要になるとともに、金利負担や減

価償却費が抑えられるため、維持管理コストの削減に繋がり経営の安定化が期

待できる。 

具体的な対応として、道の駅「ゆうひパーク浜田」は市の観光拠点の一つと

して、長年、重要な役割を担ってきた施設であり、運営する法人の破綻により

施設が閉鎖するようなことがあってはならない。したがって、市の方針として

は「上下分離方式」により法人の経営健全化を図り、「ゆうひパーク浜田」が

今後も道の駅としての役割を十分に発揮できるようにするため、令和4年度中

に公設民営化に向けた手続きを進める。当面の2～3 年は法人による施設運営

を継続させるものとし、その後にあっては公募型プロポーザルによる競争原理

を導入し、法人の更なる経営努力を促す。なお、法人側の経営健全化に向けた
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具体的な取組としては、島根県中小企業活性化協議会の協力のもと策定した収

益力改善計画に基づき、新たなテナント確保による家賃収入や仕入れコストの

削減などアクションプランの確実な実行により収益力の改善を図っていく。 

 

令和 4年 10 月 ゆうひパーク浜田㈱役員会 

   売買価格について、大きな開きがあったが、2 億円程度で調整することとなっ

た。12 月議会での予算計上を予定しているため、詳細金額については差し控える。 

   全役員が了承する。 

 

令和 4年 10 月 ゆうひパーク浜田㈱関係者会議（バンクミーティング） 

   売買価格について、双方の鑑定手法に相違があり比較が困難なため、ゆうひパ

ーク浜田㈱の鑑定額を調整し、双方の中間価格を売買価格とした。 

    ・浜田市鑑定額 163,000,000 円（税抜） 

    ・ゆうひパーク浜田㈱調整後鑑定額 262,000,000 円（税抜） 

     ⇒中間価格 233,750,000 円（税込） 

   そのうち、中国建設弘済会への約 1,600 万円を差し引いた残り 196,500 千円か

ら浜田市の債権を優先返済した後の 165,731 千円を各債権者への返済に充てる。 

   各債権者が了承される。 

 

令和 4 年 11 月 議会産業建設委員会にて売買予定価格及び今後のスケジュールを

報告 

   売買予定価格：233,750,000 円（税込） 

   12 月議会：財産取得予算計上 

   3 月議会：財産取得議決、財産無償貸付議決 

 

令和 4年 12 月 市議会にて財産取得予算を計上 

 

 令和 5年 2月 21 日 ゆうひパーク浜田㈱との不動産売買契約の締結（仮契約） 

   売買代金 217,896,917 円（支払は R5.4.25） 

   引き渡し日 R5.4.1 

   市議会の議決により成立（R5.3.17 成立） 

 

令和 5年 3月 17 日 市議会にて「財産取得」及び「無償貸付」議案が可決 

 

令和 5年 3月 17 日 (一社)中国建設弘済会との不動産売買契約の締結 

売買代金 15,853,083 円（支払は R5.4.25） 

   引き渡し日 R5.4.1 

 

令和 5 年 3 月 22 日 ゆうひパーク浜田㈱・(一社)中国建設弘済会・浜田市の 3 者

で「道の駅ゆうひパーク浜田の機能維持等に関する覚書」の締結 

   覚書期間：R5.4.1～貸付契約の終了日 
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 令和 5 年 3 月 27 日 ゆうひパーク浜田㈱・浜田市で「市有財産無償貸付契約」の

締結 

   貸付期間：R5.4.1～R8.3.31 

 

令和 5年 3月 29 日 国交省中国地方整備局から道路占用許可の通知 

   占用の期間：R5.4.1～R10.3.31 

   占用料：0円 

   占用条件：今回より人員を配置して道路案内をする条件が外れる。他地域の占

用条件と整合性を諮る必要があると理由による。 

 

 令和 5年 4月 3日 所有権移転登記完了 

 

 令和 5年 4月 25 日 売買代金の支払い、経営改善資金貸付金の返済完了 

   同日に売買代金の支払いを予定しており、ゆうひパーク浜田㈱については不動

産売買契約により債権債務を相殺することとしているため。 

   売買代金：217,896,917 円 

   貸付金返済額：30,769,230 円 

   延納利息：309,799 円 

   差引支払額：186,817,888 円 

 

★令和 5年 5月以降、次期運営事業者を選定するためのアドバイザリー業務を進める 

 契約期間：令和 5年 9月 28 日～令和 7年 3月 31 日 

 契約相手方：㈱福山コンサルタント 

 

 令和 5年 12 月～ 財産（株式）の無償譲渡の検討 

   公募型プロポーザルによる令和 8年度以降の運営事業者の選定に向け、第三セ

クターであることによる懸念が生じることから、自治体出資者である島根県及び

江津市と協議する。また、顧問弁護士からの助言を受け、財産（株式）の無償譲

渡を検討する。 

   ・島根県、江津市への情報提供 

   ・島根県中小企業活性化協議会への相談 

   ・顧問弁護士（佐和法律事務所）への相談 

 

令和 6年 1月 12 日 市からゆうひパーク浜田㈱へ臨時株主総会の開催依頼 

公募型プロポーザルに向け市の顧問弁護士に相談した結果、「浜田市が筆頭株主

であることから、運営事業者の公募・選定において第三者から公平公正な審査に

疑念を持たれかねない」とのご指摘をされた。市としては、関与度の高い第三セ

クターを公募対象者とすることは適当でないと考え、市が御社の株を保有しない

民間セクターへの移行が望ましいと結論に達したことから、市民等が疑念を抱く

ことのないよう、また、ゆうひパーク浜田㈱の前向きな提案を公平公正に審査す
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る環境を整える意味からも、当市が保有する株式をゆうひパーク浜田㈱へ無償譲

渡する議案を諮るための臨時株主総会の開催を依頼した。 

 

 令和 6年 2月 27 日 ゆうひパーク浜田㈱役員会、臨時株主総会 

   臨時株主総会において、市保有株式をゆうひパーク浜田㈱の自社株としての譲

渡について、全会一致で承認された。 

 

 令和 6年 3月 12 日 株式譲渡契約の締結 

 

 令和 6年 3月 18 日 財産の無償譲渡議案の採択 

   議案の採択に基づき、令和 6年 3月 12 日付け株式譲渡契約が本契約となる。 

 

株式変更 R6.3.18 

   
出資額 (異動前) 減資 出資額（異動後） 

出資額 出資割合 減資額 出資額 出資割合 

自社株 0 -   8,400 - 

㈱チャームランドリー 8,230 27.4%   8,230 38.1% 

浜田市 8,400 28.0%  8,400 0 - 

島根県 1,000 3.3%   1,000 4.6% 

江津市 100 0.3%   100 0.5% 

㈱山陰合同銀行 270 0.9%   270 1.3% 

石見食品㈱ 2,000 6.7%   2,000 9.3% 

㈱令和シーフーズ 2,000 6.7%   2,000 9.3% 

㈱石田弥太郎商店 2,000 6.7%   2,000 9.3% 

㈱吉寅商店 2,000 6.7%   2,000 9.3% 

浜田港運㈱ 2,000 6.7%   2,000 9.3% 

㈱ほんき村 2,000 6.7%   2,000 9.3% 

合  計 30,000 100.0% 8,400 30,000 100.3% 

   浜田市保有株式 840 株はゆうひパーク浜田㈱の自社株扱いとなる。 

 

 令和 6年 8月 7、16、30 日 産業建設委員会から募集要項の意見聴取 

   次期運営事業者を公募するための募集要項について、産業建設委員会に内容を

報告し、出された意見に基づき修正等を行いながら了承を得た。 

   ・主な意見：地域への貢献、市への収益還元の提案条件 

 

 令和 6年 9月 10 日 令和 8年 4月からの整備運営事業者の募集開始 

   令和7年5月に議会に示したリニューアル基本方針に基づき作成した募集要項

を公表した。 
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 令和 7年 1月 28 日 プレゼンテーションの実施 

   2 社からの提案について、外部委員による審査を実施した。 

 

 令和 7年 2月 7日 優先交渉権者の決定 

   ㈱第一ビルサービスと浜田ビルメンテナンス㈱との企業体である「浜田まちお

こし共同企業体」を優先交渉権者として決定。以降、提案書をもとに運営事業計

画（案）の作成に取り掛かった。 

 

 令和 7年 8月 19 日 産業建設委員会から整備運営事業計画(案)について意見聴取 

   優先交渉権者から令和 8 年 4 月からの整備運営事業計画が提出されたことか

ら、その内容について意見等を伺った。 

   主な意見：コンビニの位置の変更、収益還元額の見直し、夕日を活かしたコン

セプトの追加、地域貢献の明確化 
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１ 目的 

 

浜田駅周辺エリア活性化に向けた施策の検討にあたり、令和 5 年度に設置した「三桜酒造跡地

公共活用検討委員会」から提言のあった社会実験を実施することで、賑わい創出の可能性や課題

などを把握する。 

 

２ 実施主体 

 

 本社会実験は「浜田駅周辺活性化社会実験実行委員会」が主催した。 

  ※構成員：浜田商工会議所、浜田駅前銀天街協同組合、石央文化ホール、 

はまだ協働学舎ファンタス、浜田市（事務局） 

 

３ 社会実験環境（三桜酒造跡地） 

 

○三桜酒造跡地約 3,400 ㎡を使用 

【内訳】舗装部分約 1,800 ㎡（イベント会場として使用） 

砂利部分約 1,600 ㎡（駐車場約 40台分として使用） 

 ○社会実験期間中、イベント会場には、大型テント（10m×10m を 2 張）、大型テント内にステー

ジ、仮設トイレ（男性 3棟、女性 4棟）、仮設手洗い場 3台を常設した 
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４ 社会実験概要 

 

 令和 7年 9月 14 日（日）～令和 7年 10月 5日（日）までの期間中、5日間の社会実験を実施。 

 

＜実行委員会及び市等が主体となり実施した社会実験＞ 

   ・9月 14 日（日） まちなか夜神楽 

・10月 5日（日） BUY 浜田昼市、石央文化ホール「お宝さがし」、 

まちなか交流プラザ「モルック体験会」 

 

＜市民公募により実施した社会実験＞ 

   ・9月 21 日（日）   石州酒まつり 他 

・9月 23 日（火・祝） 健康促進を楽しむ会 他 

・9月 28 日（日）   黒川町 2町内もりあげ隊 他 

 

【社会実験一覧】 

日時 社会実験内容 来場者数 

9 月 14 日(日) 

19 時～21時 

まちなか夜神楽（場所：三桜酒造跡地） 

出演：石見神楽亀山社中 

※夜神楽会場にキッチンカー3台出店 

1,300 人 

9 月 21 日(日) 

10 時～17時 

１ イベント開催（場所：三桜酒造跡地） 

①石州酒まつり 

内容：県内外の 8酒蔵を呼んで酒の魅力を発信 

②ホビーマルシェ 

  内容：ハンドメイド雑貨販売、ワークショップ、射的など 

家族で楽しめるマルシェを開催（7店舗） 

２ 単独出展（場所：三桜酒造跡地） 

①フリーマーケット（衣類など） 

②県大取組 PR 

③木工作品等の展示 PR 

④SOMPO で学防ッチャ（まなぼっちゃ） 

⑤玄米タコライス・冷や汁販売 

550 人 

9 月 23 日 

(火・祝) 

10 時～14時 

単独出展（場所：三桜酒造跡地） 

①健康促進を楽しむ会～フレイル予防～ 

内容：吹き矢体験、健康マージャン、駄菓子屋、ケーキ販売等 

②水高生によるフィッシュレザー小物販売 

③がんサロン「ほっとサロン浜田」の商品販売及び PR  

250 人 

9 月 28 日(日) 

9 時～12 時 

単独出展（場所：三桜酒造跡地） 

①黒川町 2町内もりあげ隊による団子無料配布・レモネード等 

②フリーマーケット（衣類など） 

③「おたがいさま浜田」の商品販売及び PR 

300 人 
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10 月 5 日(日) 

11 時～17時 

BUY 浜田昼市（場所：三桜酒造跡地） 

 時間：11 時～15時 

 内容：市内業者による地元農産物や飲食物の販売、ものづくり

体験会、ステージイベント（保育園児による BUY 浜田ダ

ンス、県大よさこい、ビンゴ大会など） 

800 人 

モルック体験会（場所：まちなか交流プラザ） 

 時間：11 時～15時 

 内容：はまだ協働学舎ファンタスの学生サポーター主催でモル

ック体験会を実施 

24 人 

お宝さがし！in 石央文化ホール（場所：石央文化ホール） 

 時間：16 時～17時 

 内容：石央文化ホール内を探索しての宝さがし 

92 人 

合計 3,316 人 

 

 

【社会実験チラシ】 
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５ アンケート調査概要 

  

浜田駅周辺活性化社会実験におけるアンケート概要は次のとおり。 

 

 ⑴ 来場者アンケート 

    9 月 14 日のまちなか夜神楽、10 月 5 日のＢＵＹ浜田昼市で来場者アンケートを実施。 

     ○ 9 月 14 日   まちなか夜神楽 回答数 131 件 

○ 10 月 5日   ＢＵＹ浜田昼市 回答数 140 件 

 

 ⑵ 出店者アンケート 

    社会実験を実施した 5日間の各出店者にアンケートを実施。 

     ○ 9 月 14 日  まちなか夜神楽       回答数 3件 

     ○ 9 月 21 日  石州酒まつり他        回答数 25 件 

     ○ 9 月 23 日  健康促進を楽しむ会他      回答数 6件 

     ○ 9 月 28 日  黒川町 2町内もりあげ隊他  回答数 7件 

     ○ 10 月 5 日  ＢＵＹ浜田昼市            回答数 14 件 

 

 ⑶ 周辺店舗アンケート 

    社会実験が全て終了した後、周辺店舗にアンケートを実施。 

     回答数 21 件（配布数 35件） 

 

 ⑷ 周辺住民アンケート 

社会実験が全て終了した後、周辺住民にアンケートを実施。 

 回答数 37 件（配布数 70 件） 
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６ 社会実験結果及びアンケート結果 

 

社会実験 1 ： 令和 7年 9月 14日 （日）  三桜酒造跡地 

 

○日時：令和 7年 9月 14 日(日) 19 時～21時 

○場所：三桜酒造跡地 

○内容：まちなか夜神楽（観覧無料、石見神楽亀山社中出演） 

キッチンカー3台出店 

○来場者数：1,300 人 

 

○アンケート結果 

■ 9/14（日）来場者アンケート（n=131） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. あなたの年齢をお聞かせください。 Q2. あなたの性別をお聞かせください。 

Q3. どちらから来られましたか。 Q4. 誰と来ましたか。 
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Q5. 本日、利用した交通手段は何ですか。 

（複数選択可） 

Q6. （Q5 で「自家用車」と答えた方へ）  

どこの駐車場を利用しましたか。 

Q7. この社会実験は何で知りましたか。 

（複数選択可） 

Q8. 浜田駅周辺にはどれくらいの頻度 

で訪れますか。 

Q9. 何を目的に来ましたか。（複数選択可） Q10. 駅周辺のお店にも立ち寄りましたか 

又は立ち寄る予定ですか。 

Q11. 今回の企画について、 

満足度をお聞かせください。 
Q12. 特に「良かった」と感じたことはありますか。 

＜その他の意見＞ 神楽社中のSNSなど 
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【Q14.自由記述】 

居心地のよい空間 公園と一体となったカフェ（60 歳代、市外の県内在住） 

浜田市まちなか交流プラザと連携したイベントの開催（20歳代、市内在住） 

イベントの開催（60 歳代、市内在住） 

神楽がもっと見たいです（20歳代、県外在住） 

若者が行きやすい飲食店（スタバ、マック、サイゼなど）（20 歳代、市外の県内在住） 

全体的にアーケード、屋根などをきれいにしたらいいかも（40歳代、県外在住） 

海岸線を生かした散歩コースがあれば（70歳代以上、県外在住） 

飲食店の誘致等を充実させる（50歳代、市内在住） 

民間活力が欠かせないと思います（30歳代、市内在住） 

歴史資料館や神楽展示観覧場の建設（40 歳代、市内在住） 

このスペース Good エキサイティングもここでほこてんにして（30歳代、県外在住） 

カフェ 昼にくつろげる店 さんぴこ江津 なぎの木テラス（30 歳代、市内在住） 

食事するところ 空き店舗の活用（50歳代、市内在住） 

もっと宣伝を（60歳代、市内在住） 

益田みたいにしてほしい ゆかたまつり いろいろな場所で神楽してほしい（40 歳代、市内

在住） 

浜田市の食や観光など独自の資源の発信（60 歳代、県外在住） 

初めて浜田市で神楽を見てとてもよかったです。もっと広まるといいですね（60 歳代、県外

在住） 

大人も子供も遊べる施設（30歳代、市内在住） 

 

 

 

Q13. 特に「不満」だと感じたことはありますか 

（複数選択可） 

Q14. 浜田駅周辺エリアで賑わいをつくるために、 

今後どのような取組が必要だと思いますか。 

（複数選択可、または自由記述） 

＜その他の意見＞ 

・キッチンカーが少なかった 

・もっと遅くまで神楽をやってほしかった など 
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市民が集うような場所に（60歳代、市外の県内在住） 

石見神楽を中心にイベントを増やしてほしい（40歳代、市内在住） 

全世代が楽しめる場所になればと思います（20歳代、市内在住） 

土曜夜市の延長の雰囲気を感じれるので、このようなイベントの形で運用されるのがいいと

思います（40歳代、市内在住） 

おいしいラーメン屋が欲しいです（30歳代、市内在住） 

箱物は不要。広場を活用してイベント（60歳代、市内在住） 

イベント開催（20歳代、市外の県内在住） 

神楽どんどんおしてください！（20 歳代、市外在住） 

ビアガーデン（50歳代、市内在住） 

石見神楽たくさんやってほしいです（40 歳代、県外在住） 

交通の利便性を高める、イベント開催、大学生も興味を持つような企画（50 歳代、県外在

住） 

神楽で浜田は盛り上がるのでもっと力を入れて人を呼ぶようにしたらいいのではないでしょ

うか（70歳代以上、市内在住） 

子供がすくすく遊べる場所（40 歳代、市内在住） 

人が集まれる場所づくり（50歳代、市内在住） 

また色々企画してください（40 歳代、市内在住） 

周辺にスーパー、学校、文化スポーツ施設が沢山あり、一番いい場所と思います。みんなで

考えてすばらしいエリアにしたいです。（70歳代以上、市内在住） 

民間の商業施設がもっと増えると嬉しい（10 歳代、市内在住） 

ガストやスタバ、バスケットコートが欲しい（10歳代、市内在住） 

人が集まれるようなものを作ってほしい 飲食スペース、学習スペース、小さい子の遊び

場、高齢者のサークル活動など（60 歳代、市内在住） 

建物（建築物まで）必要なのかに確かに疑問がある（40 歳代、市内在住） 

私は私たちの市長のお考えを尊重しています。（40 歳代、市内在住） 

今回の試みは大変良く、楽しめるイベントだと思った。石見神楽の良さをもっと多数の人に

知らせたらいいと思うのと、やはり地元の人の神楽愛を感じた。（30歳代、市内在住） 

場所が良かった（60 歳代、市内在住） 

神楽はいいと思うが、毎週？この規模のイベントができるのか。集客はできるか。あきられ

るのでは？（10 歳代、市内在住） 

駅周辺から三桜酒造跡地までのイベント開催（60歳代、市内在住） 

神楽伝承・発表の場が欲しい（70歳代以上、市内在住） 

駅周辺エリアの人通りが少ないので若者が利用しやすい商業施設を増やしたほうがより利用

しやすくなると思う（30歳代、県外在住） 

 

 

 

Q15. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、ご意見やご要望

がございましたらご自由にお聞かせください。 
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■ 9/14（日）出店者アンケート（n=3） 

  

Q1. 今回の売上金額を概算で結構ですので、お聞かせください。 

     A 店：67,000 円 

      B 店：50,000～80,000 円 

     C 店：100,000 円 

 

Q2. 今回の売上又は来客数は、通常と比較してどの程度でしたか。 

     A 店：ほぼ同じ 

     B 店：大幅に多かった 

     C 店：やや少なかった 

 

Q3. 今回の出店について、三桜酒造跡地の使い勝手はいかがでしたか。 

     A 店：大変良かった 

     B 店：大変良かった 

     C 店：大変良かった 

 

Q4. 今後もこのような機会があれば、参加してみたいですか。 

     A 店：参加したい 

     B 店：参加したい 

     C 店：参加したい 

 

Q5. 今回の出店を通じた次の項目について、ご評価ください。 

  ① 出店ブースの配置 

     A 店：大変満足 

     B 店：大変満足 

     C 店：大変満足 

 

  ② 会場の広さ 

     A 店：大変満足 

     B 店：大変満足 

     C 店：大変満足 

 

③ 会場レイアウト（ステージ、駐車場、会場出入口の位置など） 

     A 店：大変満足  

     B 店：大変満足 

     C 店：大変満足  

 

  ④ 会場内の来場者の導線 

     A 店：大変満足 

     B 店：大変満足 

     C 店：大変満足 
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社会実験2 ： 令和 7年 9月21日 （日）  三桜酒造跡地 

 

○日時：令和 7年 9月 21 日(日) 10 時～17時 

○場所：三桜酒造跡地 

○内容：⑴ イベント 

①石州酒まつり 

内容：8酒蔵（県内 7蔵＋広島 1蔵）を呼んで酒の魅力を発信 

②ホビーマルシェ 

  内容：ハンドメイド雑貨販売、ワークショップ、射的など家族 

で楽しめるマルシェを開催（7店舗） 

⑵ 単独出店 

①フリーマーケット（衣類など） 

②県立大学取組 PR 

③木工作品等の展示 PR 

④SOMPO で学防ッチャ 

⑤玄米タコライス・冷や汁販売 

○来場者数：550 人（内訳：石州酒まつり 350 人、ホビーマルシェ他 200 人） 

 

○アンケート結果 

 ■ 9/21（日）出店者アンケート（n=25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 石州酒まつりの各店舗の売上は記載せず、 
全体の売上として記載 

 
 

Q1. 今回の売上金額を概算で結構ですので、 

お聞かせください。 

 

Q2. 今回の売上又は来客数は、 

通常と比較してどの程度でしたか。 
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午前のはじめ雨が降ったのでその時に雨水がすべて集まる地点だったので大変だった。水の

はけは良かった 

各ブーススペースを広く設定できたので良かった 

風が強い、発動機の位置的にほかの店のコードが自分の前に来る 

酒まつりのみの開催が望ましい 

Q3. 今回の出店について、 

三桜酒造跡地の使い勝手はいかがでしたか。 

 

Q4. 今後もこのような機会があれば、 

参加してみたいですか。 

Q5. 今回の出店を通じた次の項目について、ご評価ください。 

 
①出店ブースの配置 

 

②会場の広さ 

③会場レイアウト 

（ステージ、駐車場、会場出入口の位置など） 

④会場内の来場者の導線 

Q6. 今回の出店を通じて良かった点や改善すべき点があれば教えてください。 
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大型テントを使用させてもらえたらありがたかった 

フリー飲食スペースがもう少し欲しかったです。会場が見渡せてよかったです。酒祭りスペ

ースとは別にほしい。飲食店舗があるのでそれに応じた配置や出店前に声かけがあれば尚う

れしかった 

私たちは会場の真ん中でやらせてもらったのでとても使いやすかったですが、同時にほかの

イベントもあったので区分けせずに一緒に共有してできれば面白かったと思いました 

場所はどこからでも見れるので良かった。駅の近くなのでイベントと知らずに立ち寄る方も

多く広告、告知以上の来客を感じた 

地面の雨水などが流れてきて、出店スペースに水がたまり、使い勝手が悪かった 

思ったより広くて何でもできそう 

全体的にテーブルやイスを並べるスペースもあり回遊しやすかったと思います 

浜田のど真ん中で整備もしてあり、とてもいい場所だと思う。ステージ、出店十分な広さで

す。この広さを是非今後に生かしてほしいです 

300～400 人規模のイベントであれば使いやすいと思います 

休憩スペースもあるのでいろいろなイベントができる広さだと感じた 

駐車場が満車になるのが早く、会場のキャパのわりに少ないと感じた 

主旨が明確になるようなレイアウトであればいいと思います。今回は酒まつりがメイン？な

ので今回は今回でよかったと思います。次回以降、キッズとかホビーとかイタリアンとかい

ろいろとしていただくとうれしいです。特に私たちの団体としてはキッズ推し。あと音楽は

五感的にも必須だと感じました 

入口が分かりにくかった 

酒祭りだと車で来られる人も少ないのでやりやすかった 

雨風にテントが耐えられず商品がとんでいってしまう。入口を決めても皆様自由に入ってい

くのでイベントの内容によっては難しい部分もあると思う 

とてもにぎわっていて盛り上がりを感じたイベントでした 

出入口を明確にしたい 

同時開催の酒祭りさんとの連携ができておらずお客様がフードを買いたいのに向こうのブ

ースに入れない等不便を感じました。事前にどういったかたちで開催されるのか聞いておき

たかったです 

自分が使用しているブースでは問題なかったが酒祭りの入り方がお客様がわからなくて困

っておられた 

よく言えばどこからでも入れるがそれがそのまま課題になる可能性もあると感じた 

テントやテーブルが準備してもらえたらうれしい。または、テント立てなどの手伝いがあれ

ばうれしい。お酒を飲まない人のドリンク売り場が欲しかった 

駅近で参加者側としても来やすかったと思う 

発電機の位置を変えてほしい 

人の流れが良かった。流れが銀天街へ出てほしい 

人は集まりやすい地点だと思う。なんのイベントをするかによると思う。酒なので客層が少

し固定されていた感じはあった 

午前中雨が降ったり、風の影響を受けたりして天候に左右されるので可能であれば大きなホ

ール等建物があれば通年イベントの開催ができると感じます 

お客様がどちらのイベントがどの内容かわからずフードを買うためだけに（車のため NO 飲

酒）参加料 4000 円を支払い、不満を持たれた方がおられた 
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雨対策、風対策をしてもらえたらうれしいです。荷物を搬入、搬出の際に車を近くまでつけ

れたらいいと思います。酒祭りと同時開催でしたが各イベントが別物みたいだったのでもう

少し動線があればと思いました。風が強い→出店ブースを寄せ集めたほうが影響が少ないの

では。酒まつりエリアとほかのエリアが一緒に浜田を盛り上げられるような工夫（ルール決

め etc…）があったらよかったかもしれない。整地に 2000 万近くかかることを事前に知らな

かったのでわかりやすく説明されていたらよりよいと思った 

良かった点：気候が暑すぎず、寒すぎずよかった 改善する点：こまかなルールをもう少し

早く告知出来たらよかったかも 

昼からのイベントも人が集まることが分かったのでチケット制のいい面は集客ができる 

デメリットはほかのイベントとの区分けが必要になる 

内容はとてもよかった。天気に左右されるのと、川沿いからか風が強いのが気になった。道

路沿いで搬入片付けがしづらい 

今回は風が強かったので暴風対策や雨対策をもっと徹底してほしいと思う 

 

 

 

 

楽しいイベントをたくさんしてほしい 

なにか建物を建てるというよりイベントスペースとして使う選択もありなのではないかと

思います 

とてもアクセスのよい場所だと思うので、お酒のイベント等、車で来れないようなイベント

でも活用できると思います 

今後数年はこの状態がいいのでは 

ただの神楽館だけでなく、複合施設を建ててほしい。神楽と食事、温泉（足湯）サウナなど

人が集まって飲食店へ出てほしい 

今後も定期的にこのようなイベント場として、活用されるのがいいと思います 

浜田は商店利用のできる大きな会場がないのでこの場所を生かしてそういった施設ができ

ると嬉しいです。中高生の勉強をするスペースも少ないのでイベント利用時以外はそういっ

たスペースにして活用するのもいいなと思います 

イベントスペースにしては利便はいいがスペースが狭い 川沿いなので風の影響を受けや

すいので突風などに要注意 

今ある場所、もの、建物を最大限利用し、簡単に新しく土地を購入しなくてもよいように思

う 

集客方法が大切だなと思いますので立地はとてもよく使いやすいイベント会場だなと思い

ました。人が集まりやすい場所で歩いてこられる方も多く、駐車場の問題が 200-300 名規模

のイベントであれば気にならないのではないかと感じた。夜もイベントをすると人が集まる

と感じました。あと喫煙所を決める必要があると感じた 

屋内屋外併用で利用できる施設があればいい 

 

 

 

 

 

Q7. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、ご意見やご要望

がございましたらご自由にお聞かせください。 
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社会実験３ ： 令和 7年 9月23日 （火・祝）  三桜酒造跡地 
 
○日時：令和 7年 9月 23 日（火・祝） 10 時～14時 

○場所：三桜酒造跡地 

○内容：単独出展 

①健康促進を楽しむ会～フレイル予防～ 

②水高生によるフィッシュレザー小物販売 

③がんサロン「ほっとサロン浜田」の商品販売及び PR  

○来場者数：250 人 

 

○アンケート結果 

 ■ 9/23（祝）出店者アンケート（n=6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. 今回の売上金額を概算で結構ですので、 

お聞かせください。 

 

Q2. 今回の売上又は来客数は、 

通常と比較してどの程度でしたか。 

 

Q3. 今回の出店について、 

三桜酒造跡地の使い勝手はいかがでしたか。 

 

Q4. 今後もこのような機会があれば、 

参加してみたいですか。 
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広く使えたがもう少し出店者が欲しかった 

雨が降りこんできたので中によった 

床が斜めで困った。雨で大変だった（下から流れて困った） 

丁度いい 

こじんまりしたイベントになってよかった 

吹き矢体験での会場の囲いなど必要なため、壁が必要 

立地条件がいい 

フリーマーケットの宣伝はされていましたか？子供さんたちがたくさん募金していただい

たのでとてもうれしく思いました 

 

 

 

 

イベント広場は必要であり日替わり出店や子供から大人老人など幅広く楽しめる場所とし

ては最高ではないか 

今後もこのようなイベントスペースとしてやっていったらいいと思う。または犬のドッグ

ランスペースとか…イベント出店とからめて… 

マルシェ的な催しの定期開催など 

Q5. 今回の出店を通じた次の項目について、ご評価ください。 

 
①出店ブースの配置 

 

②会場の広さ 

③会場レイアウト 

（ステージ、駐車場、会場出入口の位置など） 

④会場内の来場者の導線 

Q6. 今回の出店を通じて良かった点や改善すべき点があれば教えてください。 

 

Q7. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、ご意見やご要望

がございましたらご自由にお聞かせください。 
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社会実験４ ： 令和 7年 9月28日 （日）  三桜酒造跡地 
 
○日時：令和 7年 9月 28 日（日） 9 時～12時 

○場所：三桜酒造跡地 

○内容：単独出展 

①黒川 2町内もりあげ隊による団子無料配布・レモネードなど 

②フリーマーケット（衣類など） 

③有償たすけあいシステム「おたがいさま浜田」の商品販売及び PR  

○来場者数：250 人 

 

○アンケート結果 

 ■ 9/28（日）出店者アンケート（n=7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. 今回の売上金額を概算で結構ですので、 

お聞かせください。 

 

Q2. 今回の売上又は来客数は、 

通常と比較してどの程度でしたか。 

 

Q3. 今回の出店について、 

三桜酒造跡地の使い勝手はいかがでしたか。 

 

Q4. 今後もこのような機会があれば、 

参加してみたいですか。 
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自分たちが実施した日の出店数ぐらいがちょうどよかったと思った 

主催者側にあらかじめブースの配置を決めてほしかった 

開始時は曇り空で大丈夫だったが日が差すと日よけがなくて商品に日が当たり思わしくな

かった 

駐車場を含めているため、会場の広さはあれ以上広くは求められない 

ステージは十分な広さだったと思った。駐車場はやはりプリルや労金、シティパルクを使

用した人が多いように感じた 

もう少し広ければよかった（長机二枚分位） 

自分の感想として思ったより来場者があったので良かった 

市の HP 等でも幅広く周知されて、来場者も多く活気もあり良かったと思います。仮設トイ

レのチョイスも非常によかったと思います！洋式、鏡 Good!! 

初めて黒川 2町内会として出展させていただき、想像以上に来客もあったし反省点も含め

て良い体験をさせていただいた。今後に生かしていきたい 

机や椅子は主催者にて準備してほしかった（お客様用） 

Q5. 今回の出店を通じた次の項目について、ご評価ください。 

 
①出店ブースの配置 

 

②会場の広さ 

③会場レイアウト 

（ステージ、駐車場、会場出入口の位置など） 

④会場内の来場者の導線 

Q6. 今回の出店を通じて良かった点や改善すべき点があれば教えてください。 
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最初の 1時間は来場者が少なかった様なので 10-13 時の設定で食べ物ブースをもう少し増

やして開催してはどうでしょうか 

まちなかなので来やすい。駐車場も無料であるので良い。けど無料の駐車があるのを知ら

ない人も多い 

もう少し出店位置の事前確保をきちんとしてほしかった 

テントの下で出店できてよかったです 

 

 

 

 

子供から高齢者まで楽しめる癒されるような活用をしてほしい 

個人的な意見ですが今回のように毎週市民が訪れることができて様々な世代が交流できる

ような公園としての活用がいいと感じた 

そこに行けばなにか楽しいことをやっていると思えるような場所にしていってほしい。

様々な年代の人が集える場所にしていってほしい 

資料館は反対です 

市民のコミュニティとしての活用を望みます 

こういった形で市民の方がイベント等の開催場所披露の場として活用できるといいと思い

ます 

このテント、ステージをイベントの時使えるととてもいいと思います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、ご意見やご要望

がございましたらご自由にお聞かせください。 
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社会実験５-１ ： 令和 7年１０月５日 （日）  三桜酒造跡地 
 
○日時：令和 7年 10 月 5日(日) 11 時～15時 

○場所：三桜酒造跡地 

○内容：BUY 浜田昼市 

市内業者による地元農産物や飲食物の販売、ものづくり体験会、ステージイベント（保

育園児による BUY 浜田ダンス、県大よさこい、ビンゴ大会など） 

○来場者数：800 人 

 

○アンケート結果 

 ■ 10/5（日）来場者アンケート（n=140） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. あなたの年齢をお聞かせください。 Q2. あなたの性別をお聞かせください。 

Q3. どちらから来られましたか。 Q4. 誰と来ましたか。 
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  ＜その他の意見＞ 保育園からの案内など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5. 本日、利用した交通手段は何ですか。 

（複数選択可） 

Q6. （Q5 で「自家用車」と答えた方へ） 

  どこの駐車場を利用しましたか。 

Q7. この社会実験は何で知りましたか。 

（複数選択可） 

Q8. 浜田駅周辺にはどれくらいの頻度で 

訪れますか。 

Q9. 何を目的に来ましたか。（複数選択可） Q10. 駅周辺のお店にも立ち寄りましたか 

又は立ち寄る予定ですか。 
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Q11. 今回の企画について、あなたの満足度を

お聞かせください。 

Q12. 特に「良かった」と感じたことはありますか？ 

（複数選択可） 

Q13. 特に「不満」だと感じたことはありますか？ 

（複数選択可） 
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【Q14.自由記述】 

市民の意識が高まるよう、啓蒙活動が広まるといいと思います（70歳代以上、市内在住） 

交流プラザではない学生による学生のための居場所（20 歳代、市内在住） 

若い人が遊ぶところ（30歳代、市内在住） 

暑いのでもう少しテントをつけてほしいと思いました（40歳代、市内在住） 

民間に売れ（60 歳代、市内在住） 

テナント料を下げて、学生運営店を増やす。毎週歩行者天国にしてビアガーデン（40 歳

代、市内在住） 

学生（中高生）の居場所が交流プラザとかではなく、あるといいと思う。居酒屋ばかりで

学生が来にくいと思う。フードプレイス的な楽しめる場所（20歳代、市内在住） 

飲食（コーヒーなど飲める）できる店などほしい（70歳代以上、市内在住） 

 

 

 

 

 

神楽殿など問題はありますので皆さんの意見を聞いて少しでも浜田市が活性化されるとい

いと思います（高齢者のためにも）（70歳代以上、市内在住） 

インフラの整備。学生を巻き込んだイベントや居場所。交流プラザでは今のままでは勉強

スペースのイメージ（20歳代、市内在住） 

民間活力で（30 歳代、市内在住） 

石見神楽の施設（70 歳代以上、市内在住） 

子供が気軽に入れる場所・店（40歳代、市内在住） 

会場周辺で何をされているかわかりずらい。賑わい、活気が遠くでも感じられていいなと

Q14. 浜田駅周辺エリアで賑わいをつくるために、今後どのような取組が必要だと思いますか。 

（複数選択可、または自由記述） 

Q15. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、ご意見やご要望がご

ざいましたらご自由にお聞かせください。 
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思った（40 歳代、市内在住） 

早く三桜跡地にイベント広場や石見神楽の施設を作ってほしい（70歳代以上、市内在住） 

周りの店とコラボ（40歳代、市内在住） 

高齢者が楽しめる催しもあればいいと思いますけど（70 歳代以上、市内在住） 

次回も楽しみにしています（70 歳代以上、市内在住） 

子供や若者の参加型イベント（50歳代、市内在住） 

普段から行くような仕組みがあるといいなと思う。飲食店ではなく、ちょっと休日に遊べ

る場所（20 歳代、市内在住） 

複数の飲食テナントとイベントスペースの複合施設化を希望（30 歳代、市内在住） 

イベントがない日も子供が遊べるスペースであると嬉しいです（30歳代、市内在住） 

 

 

■ 10/5（日）出店者アンケート（n=14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. 今回の売上金額を概算で結構ですので、 

お聞かせください。 

 

Q2. 今回の売上又は来客数は、 

通常と比較してどの程度でしたか。 

 

Q3. 今回の出店について、 

三桜酒造跡地の使い勝手はいかがでしたか。 

 

Q4. 今後もこのような機会があれば、 

参加してみたいですか。 
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キッチンカーは並びに入れないでほしい 

ブース（テント）が狭かった。電気、水道が使えればよかった 

水たまりがあった 

太陽があたって（午前中）商品が温まってしまった 

1000 人規模のイベントができると感じる 

一般の人の駐車場がもう少しあればよかった 

道路が混雑していなかったので場所はいいと感じた 

まんべんなく回れる良い動線だと感じた 

ダンスの時の音響が大きすぎてお客様との注文が聞き取りにくかったです 

テーブルとイスを借りられたこと テントを借りられたこと 

出店する側としたら電気、水道が使えたらよかった 

水道が欲しかった 

出展料がなかったことによりお客様に安く提供することができた 

思った以上にお客様が来られて途中対応しきれない所もあったが、楽しんでもらったので

Q5. 今回の出店を通じた次の項目について、ご評価ください。 

 
①出店ブースの配置 

 

②会場の広さ 

③会場レイアウト 

（ステージ、駐車場、会場出入口の位置など） 

④会場内の来場者の導線 

Q6. 今回の出店を通じて良かった点や改善すべき点があれば教えてください。 
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良かった 

食べ物は温かくていいものよくないものがあると思うのでその辺も考慮してもらいたい 

無料で遊べるものも多くとても満足した 

年間通して過ごしやすい期間が難しくなっているので外のイベント会場は難しいと感じる 

最初なのでまだ？ですね 

 

 

 

 

皆が使えるイベント広場として活用できるといいと思います 

イベントを行う場所としていい場所だと感じました。今のまま今後も利用していくのがい

いと思いました 

イベントをもっとやってほしい 

市民が集う場所にしていただいたいです 

クリスマスマーケットのようなものをすると面白いのではないかと感じた 

こういう形で今後も活用できたら賑わい創出につながると思う 

学生のためのイベントがあるとよい。学生の居場所が欲しい。交流プラザは勉強するスペ

ースになっているため使用しにくい 

やはり建物、日陰が欲しい。風も強いとテントが飛んでいくので不安な部分もあった 

人が流動するのはとてもいいように感じます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、ご意見やご要望がご

ざいましたらご自由にお聞かせください。 
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社会実験５-２ ： 令和 7年１０月５日 （日）  石央文化ホール 
 
○日時：令和 7年 10 月 5日(日) 16 時～17時 

○場所：石央文化ホール 

○内容：お宝さがし！in石央文化ホール 

浜田駅周辺エリアに立地する石央文化ホールが自主事業として、館内を探索し、

ヒントを手掛かりに景品を探す「宝さがし」を実施。景品は銀天街の店舗にも提供

してもらうなど、駅周辺店舗と連携した取組を実施。 

○参加者数：92 名（33組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会実験５-３ ： 令和 7年１０月５日 （日）  まちなか交流プラザ 
 

○日時：令和 7年 10 月 5日(日) 11 時～15時 

○場所：まちなか交流プラザ 

○内容：モルック体験会 

浜田駅周辺エリアに立地するまちなか交流プラザが自主事業として、年齢や性別

を問わず楽しめる軽スポーツ「モルック体験会」をはまだ協働学舎ファンタスの学

生サポーター主催で開催。モルックの普及とともに、地域交流も行った。 

○参加者数：24 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田駅前銀天街協同組合の取組 
 

社会実験期間中、銀天街に三桜酒造跡地で開催される 

イベントのポップ広告を掲示し、PR を行った。 
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周辺店舗アンケート （n=21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. 9/14（日）の 17-22 時の間に 

営業していましたか 

Q2. 9/14（日）の貴店の売上や来客数は通常の 

祝前日又は土曜日と比較してどの程度でしたか 

Q3. 9/21（日）の 10-17 時の間に 

営業していましたか 

Q4. 9/21（日）の貴店の売上や来客数は通常の 

祝前日又は土曜日と比較してどの程度でしたか 

Q5. 9/23（祝）の 10-15 時の間に 

営業していましたか 

Q6. 9/23（祝）の貴店の売上や来客数は通常の 

祝前日又は土曜日と比較してどの程度でしたか 

Q7. 9/28（日）の 10-14 時の間に 

営業していましたか 

Q8. 9/28（日）の貴店の売上や来客数は通常の 

祝前日又は土曜日と比較してどの程度でしたか 
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Q9. 10/5（日）の 10-17 時の間に 

営業していましたか 

Q10. 10/5（日）の貴店の売上や来客数は通常の 

祝前日又は土曜日と比較してどの程度でしたか 

Q11. 今回の社会実験（5 日間）の満足度

を教えてください 

Q12. 特に「良かった」と感じたことはありま

すか？（複数選択可） 

Q13. 特に「不満」だと感じたことはあります（複数選択可） 

Q14. 浜田駅周辺エリアで賑わいを作るために、今後どのような取組が必要だと思いますか（複数選択可） 
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【Q14.自由記述】 

古いと新しいの両方があるきれいな建物があるまちなみづくり、駅降りて活気が見える空気

感 

若い世代の人口増加の取り組み 

銀天街の屋根がボロボロで、見た目の清潔感がないので取るか、新しくするか 

既存の駐車場があるのでイベントをすれば歩く人が増える。車はいらないと感じるまでは時

間がかかる。駅周辺が賑わえば必ず離れた場所も賑わいが生まれる 

 

 

 

 

新聞他のニュースで活気良くイベントが実施された・・・等の報道を聞き、良かったという

感想を持っています 

駅周辺の飲食店は日曜定休が多い、平日に小さなイベントでもよいので開催することが望ま

しい 

県大生の活躍の場、地元の各団体・商店などの出店の場が増えることはいい 

酒造跡は駅に通ずる流れを生む最高の立地と実感しているので、複合的な建物を望む 

ある程度は致し方ないですが自店の駐車場を使われるお客様が多かったので、イベント専用

駐車場への誘導が課題だと思われました 

スタンプラリー的なものとかでお店を利用しながら、跡地へ行くなどのグローバルな活動も

必要かもしれません 

毎日誰かしらが足を運ぶような店、川沿いを散歩できるよう一体感ある駅周辺あわせたまち

を作る。単独は必要ない 

定期的に今回のようにイベントの開催（キッチンカー、B 級グルメ、屋台などの食べ物、神

楽など） 

イベントには行ってみましたが、にぎわっていて良かったです。 

三桜跡地は神楽を主とした施設が必要。神楽ホール、神楽が体験できるもの！ 

多目的使用できるレイアウトを想像し空き地を半分以上残した建築物にしてほしい。建築物

について未定。 

今までやったことがないこと、もの、イベントをどんどん取り入れて、とにかく続けていく

ことが一番大事！  

浜田駅前銀天街協同組合が、平成 10 年・11 年にわたって、商店街の愛称を石見神楽をコン

セプトに「銀天街どんちっちタウン」として再整備をして、石見神楽を前面に押し出したシ

ンボルアーチ、神楽紹介の電飾看板、神楽モニュメントの設置等、また夏には大蛇 16 匹に

よる「エキサイティング大蛇」を開催してきました。その後、石見神楽からくり時計が駅前

広場に設置されたり「どんちっち」という言葉が浜田のあちらこちらで使用されています。

浜田はやはり、多くの市民が石見神楽が好きで楽しんでいて、神楽大会があると多くの市民

が集まります。浜田駅から、三桜酒造まで、歩いて楽しい道として再整備が必要だと思いま

す。特にアーケードが設置されていない場所からは、街路灯（防犯灯等）もなく、歩道も昔

のままのアスファルトです。また縁石もかなりいたんでます。駅から歩いて、石見神楽伝承

館（三桜酒造跡地）まで、石見神楽を楽しめる通りに整備してほしいです。銀天街は買い回

り中心のお店が多くあり、それなりに、商業核でしたが、今では小売物販店も少なくなり、

ホテルや、飲食店、スナックラウンジが中心となっています。「どんちっちストリート」とし

ての再整備を要望いたします。その際、イルミネーションが街路樹に簡単に取り付けられる

よう、電源の整備もお願いいたします。 

毎週イベントがあると賑わっていいと思います 

Q15. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、 

ご意見やご要望がございましたらご自由にお聞かせください。 
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周辺住民アンケート（n=37） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

県外、市外に住む家族を誘った。とても喜んでいた 

そもそも神楽は神社で神に奉納するもので、それが民衆の中で演芸といった部分として

発展してきたもの。神楽殿は必要なし 

神楽を楽しみに参加したのですが、神楽を見に来る人ではない方々もいられるので、お

ることができませんでした。神社で見るものだとやっぱり思いました 

神楽はやはり夜のほうがいいと思いました 

Q1 あなたの年齢をお聞かせください Q2 あなたの性別をお聞かせください。 

Q3 今回の社会実験期間中、三桜酒造跡地

の会場に来場されましたか 

Q4 今回の社会実験について、イベントごとに以下の項目の評価をお願いします。 

①9/14（日）18-21 時 まちなか夜神楽 

イベント内容 時間帯 

その他自由記述 
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神社、イベント会場で行われているので町中では必要なし。周辺は学校民家です 

たくさんの方が来場されていました。観光客はどのくらいおられたのかわかりません。

地域の方が多かったのではと思います。屋外ステージでの上演でも音は不快には感じら

れませんでした 

子供は神楽大好きだから、時間帯いちばいい浜田市夜イベントあまりないので夜楽しい

ことあれば最高です。 

浜田の人は神楽は大好きなのでよかったのではないでしょうか。野外であるのが良かっ

た。神楽シアター（箱物）はいらない 

スピーカーの位置を考えられたのか近所でもほとんど音はほとんど聞こえなかったと

の声が聞かれました。小中学生も大勢きて、よかったと思いますが、キッチンカーが少

なく、すぐに売り切れもあったのは残念でした。 

神楽の音が予想外に小さかったので騒音にならなかったと思います 

近隣住民ですが（民家多数あり）家にいると音がうるさい！！イベントするとある程度

集まるのは当たり前です！！ 

駐車場が少なく、石見文化ホール等での公演がいいのでは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お酒の種類が少ない 

午後だけでは足らない気がした。神楽も一緒に見たかった 

早くから来た方がずっとテーブル席に居座られ、後からきた方は居場所がなかった 

イベントをするとある程度集まるのは当たり前です！！ 

（行ってはないが）お酒を楽しむなら運転ができないので集客ができないのではないか

と思う 

お酒のイベント、この地域外の方は、交通手段がなく行きたかったが諦めたという方も

おられたようです。自分は通っただけで参加しませんでした。興味ないので。 

酒は高い、昼から酒飲めない。現金忘れ人、時間無駄、食べ物も少ない 

まったく行っていないのでわからない 

参加はしていませんが、3000 円の券が、当日は 4000 円だったので行かなかったとの声

あり せめて 3500 円までと思いました 

お酒を飲まれる方は楽しめたかもしれませんが、子供連れの方は時間をつぶすのに大変

だったろうと思います 

②9/21（日）10-17 時 石州酒祭り、ホビーマルシェ 

イベント内容 時間帯 

その他自由記述 
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高校生らしく工夫を凝らし、考えてやっていると感心した 

イベントをするとある程度集まるのは当たり前です！！ 

行っていません。他の用と重なった為ですが行ってみたかったです 

都合悪く、来場できませんでした 

まったく行っていないのでわからない 

リーズナブルな値段で売られていたので今の物価高の時代にとってはありがたいと思

いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

レモネードは良かった 

一つの町内だけでこれだけバラエティーに富んだ企画ができたと感心した 

子供たちに楽しんでもらいたい。子供のための募金を行い、お客様から元気をもらった。

販売する品物は、周りのお店と相談が必要 

ボランティア募金、消防の救命良かった。イベントをするとある程度集まるのは当たり前

です！！ 

もりあげ隊の方々が頑張っておられました。イベントとしてはどこで並んでいいのか。呼

び込みの方や、看板等あれば良かったと思います。フリーマーケットがたくさんあったら

良かったのでは・・・ 

③9/23（祝）10-15 時 健康促進を楽しむ会 水高生の小物販売 

イベント内容 時間帯 

その他自由記述 

④9/28（日）10-14 時 黒川 2 町内もりあげ隊の団子無料配布・レモネード

など 
イベント内容 時間帯 

その他自由記述 
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団子無料配布が時間通りに始まらず、どこに並べばよいかもわからなかった。誘導や声か

けはしっかりしたほうがいいと思う 

入口がどこなのか不明で、ウロウロしてしまいました 

水道設備が整っていないのと食べ物など提供するのに不便と感じた 

周辺の施設を利用された方、お買い物帰りの方も立ち寄って来場したという方がありま

した。小さな子供からご高齢の方までたくさん来られていて良かったです。レモネード運

動など、チャリティの場もよいですし、地域をもりあげ隊（たい）という住民参加は大切

だと思います 

団子良かった。町内の人やさしい声かける。レモネード売れた金を医院の子供たち寄付す

ること。休日の大切な時間町内人汗かいて頑張っていた、素敵。 

親子連れ、年配の方も多く、にぎわっていた。 

団子無料配布に参加しました（当日のみ）盛り上げ隊の方の準備、当日運営頑張られまし

た。当日は最初は行列ができるほど大忙しでしたが、途中からは、表示がなくてどこでや

っていたかわからない人もおられたようです 

子供たちにとっては有意義な時間だと思いました。楽しかったという声を聞きました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田の食材を使ったメニューで購買意欲が増した。ステージも楽しめた。浜高合唱部など 

来場していないのでわからない 

市民が参加できるイベントだったので良いと思います 

チケットがなければ急に行っても買われない 

行ってみたかったです 

いろんな屋台？キッチンカー？が来ていて新鮮でした。また、駐車場スペースが少ないと感

じました。（道路の渋滞にもなりますので・・・） 

 

 

 

 

食やイベントを定期開催すればいいのでは 

飲食やイベントができる場所にしてほしい。例：月一日曜キッチンカー、月二日曜市民の店 

などなど・・・ 

⑤10/5（日）BUY 浜田昼市ステージイベントなど 

イベント内容 時間帯 

その他自由記述 

Q5. その他、浜田駅周辺エリアの賑わい創出や三桜酒造跡地の活用に関して、 

ご意見やご要望がございましたらご自由にお聞かせください。 
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将来的にも継続できる賑わい創出に市民参加のものが今までなかっただけにある程度イン

パクトはあったと思う。今後も検討をお願いしたい 

三桜跡地でのイベント中の賑わいを遠方より察した程度ですが結構なことと感じました 

毎週末、キッチンカーや飲食のイベントをしてほしい。必ず食のお店がある事！ファストフ

ードを誘致し、店外にテーブルやイスを設置して誰もが気軽に休める場所を作る 

建物を建てずに、市民の発表の場、地元の食材を使った飲食イベントを開催できる場にして

ほしい。テント良かった。 

市民が出店する側も、お客さんも楽しめる場所にしてほしい。子供が自由に遊べる場所も欲

しい賑わいを考えるなら、全国チェーンを集めて集客すれば雇用並び税収増になると思

う！！マンションでも OK（固定資産税）新聞によると三か所予定、神楽伝承館はつくっても

いいがこの場所は違うと思う！！雇用につながらない、高校、大学、市民のこと、市の繁栄

を考えてほしい、もったいない。 賑わいは生まれない 365 日集客が見込めない（週末だけ

では意味がない）！！このままだと出雲、益田、江津に客が流れると思う！（高速が全線開

通になれば特に！！） 企業に五年ぐらい税金を免除してでも市の力で誘致してほしい。で

きなければ民間に任せるべきだとおもう（売却）、税金の垂れ流しになるよ！！（例、丸亀製

麵、スターバックス、ケンタッキー、マクドナルド、はま寿司、アパホテル、リンガーハッ

ト、ココ壱番屋、ユニクロ、スシロー、スカイラーク、吉野家、ニトリなど）食べるところ

は集客が見込めると思う 

ゆっくりご検討ください。もう少し社会実験を続けてください 

土地を民間に売却して、浜田市民が本当に求めるものが与えられるものに活用して欲しい。

益田まで、あるいは大田、出雲まで足を伸ばして、お金を落とすぐらいなら、浜田で買い物

や食事をしたい。魅力的な店がすくなすぎる 

夜神楽の時に、駐車場がなかったのだと思いますが、周辺店舗に停めている方がいました。

それは別にいいのですが、そこで座り込んで騒いでいる方がいました。イベントもするとい

うことは、そのように、若い騒ぐ方々も来場されるということも考えてください。危なくて

子供やお年寄りは外に出す事ができません 

黒川町内に住んでおり、何か協力できれば良いとは思うのですが仕事や家庭の事情でお手伝

いしていません。またこんな機会があり、お声がけいただければ、予定を見て協力できるか

もしれません。私のような世代は、わざわざ行こうとは今回思いませんでした。どのような

方がどこから何を目的に、お出かけになったのか様子がわかるといいです 

今回の実験では何を検証しようとしているのかの説明がされていないと思う。周辺の商店の

売り上げが相乗効果で上がることを期待したのか、バスや鉄道の利用者が増えたり混雑が生

じさせたりすることをどのようにとらえているのか 

観光客ではなく市民が（子供から大人までの）集えるような活用を市民参画で丁寧に対話し

ながら、ご検討ください。神楽殿（ハコモノ）がなくても市民が集える場所となれば、浜田

市全体としてのメリットは大きいと思います。建物としては石見まちづくりセンターと郷土

資料館を検討するのなら理解できます。フリースペース、レンタルスペースなど市民のやり

たいことが実現する空間もあると面白いかと思います 

浜田駅周辺何もない状態。子供と親ゆっくり休日時間いられる場所ほしい。三桜酒造跡地広

い。川もある公園してほしい。浜田は川多いので、全然利用してない。綺麗にして、川の遊

びと、さくらまつりなど考えたらいろいろできると思いました 

神楽シアターは絶対不要。樹木と親水池のある公園が欲しい。夜神楽を演じられる屋外ステ

ージや若者が集うスケボーパークがあればいい 

このたびのようにイベント広場として時々活用し、水道トイレを整備して公園にしたらと思

いますし、そのような意見を多く聞きます。また浜田川沿いを使って図書館と繋がるような

活用、カフェやお店など人が集える場としての活用がいいと思います（これも多く聞きます） 
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少子高齢化が目に見えて進んでいます。なるべく子供たちが楽しめるものを作ってほしいで

す。たとえば公園など・・・ 難しいとは思いますが一意見として 

跡地の方向性は計画で進められているのになぜこのようなアンケートを求めるのか。三桜酒

造を購入する時点で市が購入 議会で何度も問題にしていたことですが、今更意見収集？近

くに学校があり、公園にしてもらいたい 
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７ 社会実験のまとめ 

 

１ 賑わい創出の可能性 
 

◆浜田駅周辺には、教育文化施設、商業施設、宿泊施設などが集積している

ため、三桜酒造跡地は訪れやすく、賑わい創出も可能である 

（社会実験総来場者数約 3,300 人、来場者の約 8割が「大変満足」又は「やや満足」と回答） 
 

◆賑わい創出に向けて、市民や団体などの民間プレーヤーもおり、イベント

企画の際に、三桜酒造跡地のような集まりやすい立地や広さを求めている

ことが明らかになった 
（社会実験総出店者数 55 者、出店者の約 8割が「今後も参加したい」と回答、出店者の約 7割が会場の広

さについて「大変満足」又は「やや満足」と回答） 

   

◆三桜酒造跡地における出店者の総売上額 約 260 万円 
 

◆今回の社会実験においては、銀天街などの駅周辺エリアへの十分な経済波

及効果は認められなかった 
（三桜酒造跡地の来場者約 5割が「駅周辺店舗にも立ち寄った」又は「立ち寄る予定」と回答したが、一

部を除き、周辺店舗の売上増は認められなかった） 

 

◆浜田駅周辺エリアで賑わいをつくるために今後必要な取組に関するアン

ケート結果では、「駅周辺の飲食店や物販店の充実」、「休憩したり、子ど

もを遊ばせるなど滞留することができるスペースの設置」が多く、市民ニ

ーズが明らかになった 
 

２ 三桜酒造跡地の活用に関する検証結果 
 

◆仮に三桜酒造跡地をイベント広場とする場合には、概ね今回の会場の広さ

約 1,800 ㎡（収容想定 1,000 人程度）が適正と考えられる。また、イベン

トや出店用として、電源、水道が必要 
（出店者の約 7割が会場の広さについて「大変満足」又は「やや満足」と回答） 

 

◆三桜酒造跡地については、今回のようなイベント広場としての利活用を望

む意見が多かった 
（来場者の約 8割が「大変満足」又は「やや満足」と回答、自由記述でも意見が多かった） 

 

◆駐車場について、来場者アンケートで「不満と感じたこと」の 1 位が「駐

車場が少なかった」であったが、三桜酒造跡地隣接の駐車場（約 40 台）

が常に満車状態であったのは、9月 14 日まちなか夜神楽（来場者数 1,300

人）のみであり、周辺駐車場への案内等も含めると対応可能と考えられる 
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◆屋外トイレについては、今回の社会実験では男性 3 棟、女性 4 棟を設置し

たが、並ぶようなこともなく、十分であったと考えられる。また、身体障

がい者用トイレについては、周辺施設の協力を仰ぎ対応した 

 

◆石見神楽やステージイベントで音響を使用したが、実際にイベント広場と

する場合には、賑わい創出と周辺の居住環境との両立が必要となる 

 

◆三桜酒造跡地の出店者からは、「風が強かった」、「雨が降ったり、水たま

りができた」、「近年の気候により屋外出店ができる日数は年間でも限定さ

れる」などの意見があった 

 

３ 駅周辺エリアの活性化に向けて 

 

◆今後、駅周辺エリアの活性化を目指す中で、三桜酒造跡地をどう位置づけ、

活用していくのかについて、検討していく必要がある（例えば、駅周辺施

設との連携や動線の強化など） 



 

 

市内企業の工場増設について 

 

 このことについて、市内に事業所を持つ事業者が、以下のとおり浜田市内に工場

を増設されます。 

なお、島根県及び浜田市の企業立地制度を活用する予定としています。 

 

1 会社概要について 

(1)会 社 名：株式会社大磯 

(2)所 在 地：浜田市原井町 3050-20 

(3)代表者名：代表取締役 大地本 和史  

(4)設立年月：昭和 48 年 3 月 

(5)資 本 金：13,000 千円 

(6)従業員数：119 名 

(7)事業内容：水産加工品(佃煮、乾燥珍味、干物等)製造 

  

2 計画の概要について 

(1)立地場所：浜田市原井町 3050-36（水産加工団地内） 

(2)敷地面積：10,492 ㎡(うち、増設敷地 1,983 ㎡) 

(3)建物面積：5,551 ㎡(うち、今回取得 562 ㎡) 

(4)投下資本額  302,293 千円 

         （内訳）土  地     0 千円 

建  物  222,000 千円 

償却資産  80,293 千円 

(5)操業開始：令和 8 年 4 月 

(6)新規雇用：操業後 3 年間で 5 名（予定） 

(7)事業内容：水産加工品(冷凍刺身・冷凍寿司)製造 

 

令和 7 年 12 月 11 日 

産 業 建 設 委 員 会 資 料 

産業経済部産業振興課 



 

 

リフレパークきんたの里給湯ボイラー熱交換器の修繕について  

 

リフレパークきんたの里において、給湯ボイラー 2 機あるうちの 1

号機の故障が発生し、施設運営及び利用者へ支障をきたす事案が発生

していることから、緊急修繕を実施しておりますので以下のとおり報

告いたします。  

 

1 概要  

 （ 1）日時   令和 7 年 8 月上旬  

 （ 2）場所   リフレパークきんたの里  機械室  

 （ 3）項目   給湯ボイラー（ 1 号機）（平成 28 年度更新）  

（ 4）状況   温泉水及び上水を沸かすための給湯ボイラー 1 号機

について、ボイラーの熱交換器における真空部分の

破損によって動作不良となり、 2 号機のみの稼働と

なったほか、温泉水及び上水の加温に時間を要し、

温度が低い状況であるため、施設運営に支障をきた

していた。  

  

2 緊急修繕について  

給湯ボイラー 1 号機について、令和 7 年 8 月上旬に熱交換器の真

空部分の破損による動作不良が判明しました。現在は、 2 号機のみ

の稼働で営業しておりますが、 9 月上旬以降に 2 号機においても燃

焼不良によるエラーが度々発生しており、また、冬季に入ると 2 号

機のみの運転では温度管理が困難で、施設運営に支障をきたすこと

から、予備費を充用して当該ボイラーの熱交換器の緊急修繕に着手

しています。  

 

（ 1）修繕内容  リフレパークきんたの里  給湯ボイラー（ 1 号機）

熱交換器修繕  

（ 2）契約金額  2,365,000 円（税込）  

（ 3）完了予定  令和 7 年 12 月 22 日（月）  

令和 7 年 12 月 11 日 

産業建設委員会資料 

金城支所産業建設課 



 

 

 

 

美又温泉美肌観光拠点施設の指定管理者公募について  

 

 令和 7 年 10 月から実施した美又温泉美肌観光拠点施設の指定管理

者の公募について以下のとおり報告します。  

 

記  

 

1 対象施設  美又温泉美肌観光拠点施設  

 

2 指定管理者の公募期間及び応募状況  

⑴   指定期間   条例施行日（令和 8 年 12 月 1 日を想定）から  

令和 13 年 3 月 31 日まで  

⑵   公募期間   令和 7 年 10 月 1 日から令和 7 年 11 月 10 日まで  

⑶   応募者    応募者なし  

 

3 今後の対応  

  公募条件（指定期間、収支想定等）の再検討を行い、令和 7 年 12

月下旬から再度公募を開始する予定としております。  

令和 7 年 12 月 11 日  

産 業 建 設 委 員 会 資 料  

金 城 支 所 産 業 建 設 課  

















浜田駅前銀天街協同組合のアーケード設置の経緯と今後の方針について 

 

※ 歴史も古く、当時の記録等が確認できなかったことから、浜田駅前銀天街協同組合の

関係者の方から聞き取りをした内容となります。 
 

１．設置の経緯 

昭和 50 年 5 月に浜田駅前銀天街協同組合が設立されて以降、気候等に関係なく快適

に歩ける空間を提供することを目的に設置された。 
 

２．概 要 

① 施 設 

昭和 53 年 6 月 18 日（竣工式の日） 

高さ約 3.5 メートル、延長約 750 メートル 
 

② 事業費 

約 1億 5,000 万円 

県の高度化資金を活用 
 

③ 現 状 

2 年に 1回程度、排水処理やサビ対策のため、アーケードの清掃を行っている。 

費用については、組合員からの負担金で対応している。 
 

④ 今後の方針 

現状は、組合員からの負担金で必要な修繕等を行いながら維持している。 

大規模改修をするための財源が無いため、当面予定はなし。 

（ 現 在 ） （ 岩多屋解体前 ） 

令和 7 年 12 月 11 日 

産業建設委員会資料 

産業経済部商工労働課 

※ 一般県道浜田停車場線（駅前歩道の様子） 



 

 

 

農林水産業産出額と従事者数について 

 

1 農業従事者数と産出額について 

 ⑴ 農業従事者数   3,413 人（令和 7年：水稲細目書） 

   

 ⑵ 産出額      5,888,017 千円（令和 6年：浜田市産地強化協議会） 

            ※ うち畜産業産出額 3,404,663 千円 

 

 

2 林業従事者数と産出額について 

⑴ 林業従事者数   49 人（島根県西部農林水産振興センター調べ） 

 

⑵ 産出額（県全体） 4,530,000 千円（令和 5年：林野庁資料） 

           ※ 浜田市単独の産出額はデータ無し 

 

 

3 水産業従事者数と産出額について 

⑴ 漁業従事者数   224 人（JFしまね聞き取り） 

 

⑵ 産出額（水揚額） 3,653,816 千円（令和 6年実績） 

 

令和 7 年 12 月 11 日 

産業建設委員会資料 

産業経済部農林振興課 

水産振興課 



取組課題テーマ提案まとめ
村木委員長 今田委員

テーマ案
農村再生の政策を提言
～耕作放棄地・空家の再生と就農
支援～

人口減少社会にお
ける都市公園の管
理及び利活用

人口減少社会における持続可能な観光振興と地域
経済の活性化について

空き家・空き店舗の現状及び今後
の活用

課題
問題点

浜田市では、少子高齢化・人口減少の進行
により、地域の農業やコミュニティの維持が
危ぶまれている(地域計画書からも如実で
ある)。
耕作放棄地や空き家の増加は、景観や防災
上の課題だけでなく、地域の魅力低下を招
いている。一方で、移住希望者や子育て世
代の中には、自然豊かな環境で農業に関わ
りながら安心して暮らしたいというニーズ
が高まっている。

浜田市における都市
公園の利用者実態と
管理実態

• 人口減少に伴う観光産業の担い手不足とマンパワーの減少
• 団体旅行から個人・小グループ旅行への移行による観光客
ニーズの多様化への対応
• 市内に点在する観光施設間の周遊促進と公共交通網の充実
• 観光入込客数・宿泊客数の伸び悩みと滞在時間の短さ
• 若年層の市外流出による観光関連産業の後継者不足
• 限られた予算と人的資源の中での効果的な観光PRと誘客活
動の実施

老朽化による危険性、雑草やゴミの放
置による景観悪化、所有者の不明化や
管理不全、利活用のハードルの高さ、補
助制度の周知

提案理由
耕作放棄地・空家の再生と、就農支援
(兼業農家含む)を調査研究し、農村再
生策を政策会議に諮るため。

公園の管理を近隣住
民が行っているケース
がある。
防災の拠点にする、
シェア菜園にする、な
ど利活用の道を模索
したい。

浜田市は豊かな自然環境(海・山)、石見神楽などの伝統文化、浜田漁港の新鮮な海
産物など魅力的な観光資源を有しているにもかかわらず、それらが十分に活用され
ていない現状がある。
想定を上回るペースで人口減少が進む中、観光振興は以下の点で重要である。
• 交流・関係人口の拡大による地域経済の活性化
• 若者の雇用創出と移住・定住促進の契機
• 地域資源の再評価と郷土への誇りと愛着の醸成
• 持続可能な地域経営の実現
先進地域の成功事例に学びながら、浜田市独自の観光資源を最大限に活用し、観光
客の周遊促進や滞在時間の延長、さらには地域経済への波及効果を高める仕組みづ
くりが急務である。

空き家・空き店舗の課題は、地方自治
体にとって「地域の衰退の象徴」である
と同時に、「活用できれば地域再生の資
源」ともいえる重要テーマであるため。

先進事例

【調査の流れ】
①耕作放棄地・遊休農地及び空家の実態把
握と有効活用案の検討
②農村ＲＭＯの実態と課題の調査
③若者・移住者・子育て世代の就農・定住を
支える仕組みを提言
④国、県における農村再生政策の調査
ほか

【広島県尾道市】空き家再生プロジェクトによる移住・定住・起
業支援、尾道帆布など地域資源のブランディングと体験型観光
の推進、しまなみ海道を活かした広域観光連携とDMO機能の
構築
【兵庫県豊岡市(城崎温泉)】情緒ある温泉街の景観保全と外国
人観光客誘致の成功、地域一体となったおもてなしと多言語対
応の充実
【長崎県小値賀町】日本版DMO「おぢかアイランドツーリズム」
による「食」「泊」「過ごす」のワンストップサービス、古民家を活
用した滞在型観光の推進、地域資源を活かした体験型プログラ
ムの開発

・島根県雲南市「空き家バンク×地域組
織の伴走支援」
・岡山県真庭市「空き家対策の総合的モ
デルとして全国評価」
・滋賀県近江八幡市「空き店舗を使った
企業支援・チャレンジショップの先進
地」

その他
参考書籍
「にぎやかな過疎をつくる」
著者　小田切徳美

【調査・検討すべき事項】
浜田漁港周辺エリアの観光拠点としての整備・活用方策、石見神楽など伝統文化の観
光コンテンツ化と通年での提供体制、デジタル技術(観光DX)を活用した情報発信と
周遊促進、DMO(観光地域づくり法人)設立の可能性と推進体制の構築、近隣自治
体(江津市、益田市等)との広域連携による相乗効果、宿泊施設の充実と滞在型観光
への転換策、観光人材の育成と地域住民の観光マインド醸成
【期待される効果】
観光消費額の増大による地域経済の活性化、雇用創出と若年層の定着促進、市民の
地域への誇りと愛着の向上、持続可能な地域づくりの実現

西田一平副委員長



テーマ案

課題
問題点

提案理由

先進事例

その他

大谷委員 川上委員 小川委員 笹田委員

通行支障道路の早期改良 障がい者就労への企業支援
浜田漁港・商港活性化による海洋
産業・観光・物流の一体的振興と持
続可能な港まちづくり

幅員１車線分しかない県道303号や県
道34号などは普通車の離合が困難で
ある。また市道においても離合が困難
な道路があり住民は不安を感じ、生活
や経済活動および救急活動等に支障を
きたしている。

人手不足の一方で障がい者雇用が進ま
ない現状がある

浜田漁港は年間水揚げ金額が減少し、漁獲
量の減少や漁法転換の遅れが課題。漁業者
の高齢化と後継者不足、新規就業者向けの
研修環境不足も深刻で、デジタル化の遅れ
や効率的漁業経営への転換が求められる。
市場の整備や地域資源活用も課題。インフ
ラの老朽化や船会社の減少、労働力不足が
問題で、岸壁延伸や道路整備、労働力確保
が必要とされている。

長年、住民からの陳情や意見書が提出
されている道路箇所について現状や経
緯及びその後の対応を検証することに
よって改良への促進を図るため。

障がい者就労の課題解決に取組み持続
可能な地域社会を目指す

・特定第三種漁港で、浜田商港は全国43重点港湾の一つ。
山陰西部の海洋産業・物流・防災の戦略拠点。
・地元実情に即した再整備は地域経済再生と国土強靱化に
大きな意義。
・水揚げ減少の打開には、地元加工・ブランド化・6次産業化
が不可欠。
・漁港と商港の連携による港湾経済圏形成が必要。
・三陽・プロキシマーとの協力体制により、養殖・加工・流通
で港湾経済や瀬戸ヶ島埋立地活用の活性化。
・はまだお魚市場の集約・ゾーン整備で市民が集う交流拠
点としての活性化を図る。

岡山県総社市「障がい者千五百人雇用
事業」など

・北海道釧路市「フィッシャーマンズワーフ
MOO」
・宮城県石巻市「水産業再生プロジェクト」
・富山県氷見市「ひみ番屋街」
・福井県敦賀市「国際物流港湾整備」
・長崎県松浦市（三陽）：「加工・冷蔵・流通の
一体型民間モデル」
・長崎県南島原市深江地区（車エビ養殖）：
「循環型陸上養殖で旧貯木場を活用」

・全議員対象で中間報告・政策討論会を開催
し、「浜田市議会提言書」を策定。
・提言を市長・県知事・関係省庁に提出。

１．道の駅ゆうひパーク
執行部からの報告がいまだ届いておら
ず検討の舞台にはないが、いずれ出て
くる際、委員会として「道の駅」機能の
再確認、「施設が浜田市民のため」に関
しての市民意見を集積するなど、事前
に行うべき事項がある。
このような理由により、今委員会でも
取組課題として扱うべき。
２．地域小売店の問題
少子高齢化のキーになる。「暮らしやす
い環境」に当てはまるものと考える。
生活利便性の確保、地域経済の循環、
地域コミュニティの維持、環境面での効
果、政策的な支援の方向性などを調査
検討して、問題対処が可能な提言を行
うことも必要で、今委員会で取組課題
として扱うべき。
３．ゼロゼロ融資の問題
前委員会の申し送りのとおりしばし傍
観をすべき。
４．小規模農家への支援
特別委員会で扱わない場合、検討内容
を縮小してでも今委員会で取り組むべ
き。
５．建設業の問題点と課題
特別委員会で扱わない場合、検討内容
を縮小してでも今委員会で取り組むべ
き。


